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南
朝
の
官
制
上
に
お
け
る
郡
太
守
の
地
位
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
現
在
差
し
当
り
つ
ぎ
の
二
点
が
問
題
と
な
ろ
う
。

梁
の
天
監
七
年
〈
五

O
八
）
に
（
文
宮
と
し
て
の
）
流
内
十
八
班
制
が
施
行
さ
れ
て
い
忍
が
、
そ
の
際
の
郡
太
守
の
斑
位
は
ど
の

H 
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

同
郡
太
守
は
六
朝
官
制
の
特
色
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
官
の
清
濁
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
の
か
、

官
、
濁
官
の
別
が
あ
っ
た
の
か
。

そ
れ
と
も
郡
太
守
に
つ
い
て
も
清

に
つ
い
て
は
、
『
障
害
』
巻
二
十
六
百
官
志
上
、
及
び
『
通
典
』
巻
＝
一
十
七
職
富
十
九
梁
官
品
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
官
が
第
何
班
に

位
置
す
る
か
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
郡
太
守
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
記
載
は
な
い
。
こ
う
し
た
流
内
十
八
班
制
に
お
け
る
郡
太
守

の
斑
位
に
つ
い
て
は
、
夙
に
厳
耕
望
氏
の
言
及
が
あ
り
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

『
漢
制
、
郡
国
守
相
秩
二
千
石
、
三
輔
秩
中
二
千
石
。
秩
禄
表
官
位
。
自
説
立
九
品
制
、
遂
以
晶
表
位
此
正
史
官
志
及
通
典
記
之
頗

詳
。
惟
斉
梁
之
制
、
則
闘
而
不
詳
。
按
梁
制
以
班
序
位
、
而
以
斑
多
者
為
貴
。
但
陪
書
百
官
志
記
梁
制
云
・
・
「
郡
守
及
丞
各
十
班
。
」
通

按
此
云
「
十
班
」
、
意
謂
十
等
、
但
班
第
不
明
。
考
食
貨
志
述
梁
制
云
・
・
「
丹
陽
、
呉
郡
、
会
稽
等
郡
同
太
子
倉
事
、
尚

H
 

典
三
七
問
。南

朝
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南
朝
の
郡
太
守
の
班
伎
と
清
濁

七
八

書
班
、
高
涼
、
晋
康
等
小
郡
、
三
班
而
。
」
検
太
子
倉
事
第
十
四
班
、
列
曹
向
書
第
十
三
班
、
是
大
小
郡
之
地
位
恰
為
十
等
、

合
。
亦
即
大
郡
地
位
高
至
第
十
三
四
班
、
小
郡
地
位
低
至
三
班
也
。
可
補
百
官
志
未
所
備
。
』

と
の
『
陪
書
』
百
官
志
上
、
『
通
典
』
梁
官
品
に
み
え
る
「
郡
太
守
を
十
班
と
為
す
」
と
す
る
「
十
班
」
を
十
等
に
分
か
れ
た
班
位
を

意
味
す
る
と
す
る
厳
氏
の
見
解
を
と
ら
ず
、
右
の
「
十
斑
」
を
文
字
通
り
斑
位
と
し
て
の
流
内
第
十
班
と
解
し
、
流
内
十
八
瑳
制
施
行
以

ハ
2
V

降
の
郡
太
守
の
班
位
を
一
律
に
流
内
第
十
斑
と
す
る
見
解
も
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
乙
れ
は
恐
ら
く
、
厳
氏
が
自
己

の
見
解
を
証
す
忍
論
拠
と
し
て
引
用
さ
れ
た
『
障
害
』
の
「
丹
陽
、
呉
郡
、
会
稽
等
郡
同
太
子
倉
事
、
尚
書
班
、
高
涼
、
晋
康
等
小
郡
、

〈

3
V

三
班
己
而
」
と
い
う
記
事
が
、
『
楕
書
』
で
は
食
貨
志
に
み
え
、
各
宮
の
秩
禄
を
述
べ
た
文
脈
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
厳
氏
が

丹
陽
罪
、
呉
郡
太
守
、
会
稽
太
守
な
ど
が
官
序
上
太
子
倉
事
、
列
曹
尚
書
の
班
位
に
相
当
す
る
と
と
を
具
体
例
に
つ
い
て
示
さ
れ
な
か
っ

た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

与
百
宮
志

小
論
で
は
ま
ず
、
厳
氏
の
一
不
さ
れ
た
郡
太
守
の
班
位
に
つ
い
て
の
理
解
が
、
す
で
に
宋
か
ら
斉
に
か
け
て
郡
太
守
の
官
位
に
つ
い
て
分

化
が
み
ら
れ
る
と
と
な
ど
か
ら
、
充
分
に
妥
当
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
と
に
つ
い
て
述
べ
る
。

つ
ぎ
に
、
同
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
東
晋
南
朝
の
官
人
は
、
梁
の
天
監
七
年
を
頂
点
と
し
て
断
行
さ
れ
た
所
調
天
監
の
改
革
（
以
下
と

れ
を
「
改
革
」
と
い
う
。
と
の
「
改
革
」
の
一
環
と
し
て
流
内
十
八
班
制
が
施
行
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
）
以
前
に
つ
い
て
い
え
ば
、
郷
晶

一
・
ニ
品
を
も
っ
階
属
に
属
す
る
も
の
（
以
下
と
れ
を
甲
族
と
い
う
）
、
郷
品
三
・
四
・
五
晶
を
も
っ
階
層
に
属
す
る
も
の

郷
品
六
・
七
・
八
・
九
品
を
も
っ
階
層
に
属
す
る
も
の

（
以
下
と
れ

を
次
門
と
い
う
〉
、

（
以
下
と
れ
を
後
門
と
い
う
）
の
＝
一
層
に
大
別
さ
れ
る
。
と

れ
ら
は
同
時
に
甲
族
を
最
上
位
と
し
、
刊
以
下
次
円
、
後
円
と
つ
づ
く
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
構
成
す
る
も
の
で
も
あ
忍
。

梁
の
武
帝
は
「
改
革
」
に
お
い
て
、

と
こ
ろ
で
、

以
降
後
門
が
官
人
た
る
べ
き
と
と
を
否
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
改
革
」
以

降
に
あ
っ
て
は
、
宮
人
た
る
べ
き
も
の
は
原
則
上
甲
族
、
次
門
の
も
の
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

南
朝
に
あ
っ
て
は
、
清
宮
は
通
常
甲
族
出
身
者
の
み
が
排
他
的
独
占
的
に
つ
く
べ
き
で
あ
っ
た
。
甲
族
出
身
の
も
の
が
起
家
以
降
に
つ



い
て
い
く
一
連
の
清
官
か
ら
な
る
官
序
は
、
清
塗
な
ど
と
称
さ
れ
た
。

（

4
V
 

も
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
濁
官
は
次
円
以
下
の
出
身
の
も
の
が
も
っ
ぱ
ら
つ
く
べ
き

ハ5
〉

と
ζ

ろ
で
、
清
官
、
濁
官
に
ど
の
よ
う
な
官
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
先
学
に
よ
っ
て
か
な
り
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
地
方

（

6
）
 

官
、
小
論
で
問
題
と
す
る
郡
太
守
に
つ
い
て
は
清
官
、
濁
官
の
区
別
と
は
．
無
関
係
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
も
存
す
る
。
小
論
で
は
つ
ぎ

に
、
郡
太
守
に
つ
い
て
も
決
し
て
清
宮
、
濁
宮
の
区
別
と
無
関
係
で
は
な
く
、
清
宮
と
さ
れ
る
郡
太
守
と
濁
宮
と
さ
れ
る
郡
太
守
が
存
在

（
と
の
ζ

と
は
地
方
官
と
い
え
ど
も
官
の
清
濁
と
い
う
こ
と
と
決
し
て
無
関
係
で
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味

し
た
ζ

と
に
つ
い
て
述
べ
る
。

す
忍
。
な
お
、

い
う
ま
で
も
な
い
が
郡
内
史
も
郡
太
守
に
ふ
く
め
て
論
ず
る
。
）

宋
斉
時
代
に
お
け
る
郡
太
守
の
官
位
の
分
化

周
知
の
よ
う
に
、
郡
太
守
は
宋
時
代
、
宮
晶
表
の
う
え
で
は
一
律
に
第
五
品
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
斉
時
代
に
あ
っ
て
も

ハ
7
〉

同
様
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
天
監
七
年
の
流
内
十
八
班
制
の
施
行
に
当
た
っ
て
、
郡
太
守
の
班
位
に
分
化
が
生
じ
て
い
た
と
す
る
な
ら
、

そ
れ
に
先
行
す
る
宋
か
ら
斉
に
か
け
て
、
す
で
に
郡
太
守
の
官
位
に
分
化
が
生
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
と
が
当
然
予
測
さ
れ
る
。
以
下
そ

の
と
と
に
つ
い
て
み
忍
が
、
そ
れ
に
さ
き
だ
っ
て
確
認
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
丹
陽
デ
の
官
位
に
つ
い
て
で
あ
る
。
丹
陽
予

は
宋
斉
時
代
、
官
晶
表
の
う
え
で
は
第
三
品
と
さ
れ
て
い
る
。
結
論
か
ら
さ
き
に
い
え
ば
、
宋
斉
時
代
を
通
じ
て
丹
陽
号
ノ
は
名
実
と
も
に

第
三
品
官
で
あ
っ
た
。

と

と

ろ

で

、

宮

崎

市

定

氏

は

大

著

『

九

品

官

人

法

の

研

究

』

の

な

か

で

、

著

作

佐

郎

な

ど

に

起
家
す
る
階
層
の
人
々
、
小
論
で
い
う
甲
族
層
に
属
す
る
人
々
が
と
る
官
序
に
つ
い
て
芳
察
さ
れ
、
彼
ら
が
一
般
的
に
い
う
と
、

「
清
要
官
の
発
達
」
と
題
し
て
秘
書
郎
、

つ
ぎ
の

よ
う
な
官
序
を
と
る
と
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

南
朝
の
郡
太
守
の
班
位
と
清
濁

七
九



南
朝
の
郡
太
守
の
班
位
と
清
濁

八
0 

中
書
侍
郎
・
黄
門
侍
郎
・
太
子
中
庶
子
の
う
ち
二
官
｜
｜
尚
書
吏
部
郎
ま
た
は
司
徒
左
長
史
｜
｜
侍
中

と
い
う
官
序
で
あ
る
？
中
書
侍
郎
、
黄
門
侍
郎
は
説
晋
以
来
第
五
品
で
、
乙
れ
は
宋
斉
時
代
に
あ
っ
て
も
変
化
な
か
っ
た
。

吏
部
郎
、
司
徒
左
長
史
は
宋
斉
時
代
、
官
晶
表
の
う
え
で
は
そ
れ
ぞ
れ
第
六
品
と
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
何
れ
も
そ
の
実
質
的
官
位
を
上

〈

B
）

昇
さ
せ
、
第
四
品
相
当
の
官
位
を
も
つ
に
い
た
っ
て
い
る
。
侍
中
は
名
実
と
も
に
第
三
品
官
で
あ
る
。
と
の
の
ち
中
村
圭
爾
氏
は
、
さ
ら

一
方
、
尚
書

に
侍
中
よ
り
以
上
の
官
序
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
ら
れ
、
彼
ら
が
一
般
的
に
い
う
と
、
侍
中
よ
り
の
ち
に
列
嘗
尚
書
、
中
書
令
、
太
常
、

領
軍
将
軍
、
護
軍
将
軍
、
向
書
（
左
右
）
僕
射
、
向
書
令
な
ど
の
第
三
品
官
に
つ
く
と
と
を
明
ら
か

吏
部
尚
書
、
中
領
軍
、
中
謹
軍
、

〈

9
〉

に
さ
れ
た
。
丹
陽
罪
は
右
の
宮
序
に
引
き
当
て
た
際
、
列
曹
尚
書
な
ど
の
侍
中
よ
り
以
上
の
第
三
品
官
と
同
等
の
官
位
を
一
貫
し
て
保
持

し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
具
体
例
に
つ
い
て
み
る
。

『
宋
書
』
巻
四
十
六
越
倫
之
伝
に
、
組
伯
之
の
子
伯
符
に
つ
い
て
、

（
元
嘉
二
十
二
年
）
（
四
四
一
）
、
為
護
軍
将
軍
、
復
為
丹
陽
罪
、

と
あ
る
。
護
軍
将
軍
は
第
三
品
官
で
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
宮
序
上
侍
中
の
上
位
に
位
置
す
る
。

つ
ぎ
に
、

『
宋
書
』
巻
五
十
一
宗
室

に
、
長
沙
景
王
道
憐
の
孫
乗
に
つ
い
て
、

太
宗
（
宋
明
帝
）
泰
始
初
、
為
侍
中
、
頻
徒
左
衛
将
軍
、
丹
陽
予
、
太
子
倉
事
、
吏
部
尚
書
、

と
あ
る
。
左
衛
将
軍
は
宋
斉
時
代
、
官
晶
表
の
う
え
で
は
第
四
品
に
位
置
し
て
い
る
が
、
前
述
し
た
尚
書
吏
部
郎
、
司
徒
左
長
史
な
ど
と

同
様
に
そ
の
実
質
的
官
位
を
上
昇
さ
せ
、
当
時
第
三
品
宮
に
相
当
す
る
官
位
を
も
つ
に
い
た
っ
て
い
忍
。
と
れ
は
右
衛
将
軍
に
つ
い
て
も

〈

mv

同
様
で
あ
る
。
吏
部
尚
書
は
第
三
品
宮
で
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
そ
の
官
序
上
の
位
置
は
侍
中
の
上
位
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
乙
の

記
事
は
乗
が
三
品
宮
を
渡
り
歩
い
た
が
、
そ
の
な
か
に
丹
陽
予
が
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

裳
豹
伝
に
、
実
豹
に
つ
い
て
、

選
御
史
中
丞
、
：
：
：
孟
永
卒
、
豹
代
為
丹
陽
罪
、

『
宋
書
』
巻
五
十
二



（

日

〉

と
あ
答
。
御
史
中
丞
は
名
実
と
も
に
第
四
品
官
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
宋
骨
一
日
』
巻
五
十
二
橋
叔
鹿
伝
に
、
叔
祷
度
の
兄
秀
之
に
つ
い
て
、

歴
顕
位
、
：
：
：
侍
中
、
左
衛
将
軍
、
左
民
尚
書
、
丹
陽
夕
、

と
あ
る
。
左
民
尚
書
（
列
曹
尚
書
）
は
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
第
三
品
官
で
、
そ
の
宮
序
上
の
位
置
は
侍
中
の
上
位
に
あ
る
。
つ
ぎ
に
、

と
の
人
事
は
結
局
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
『
宋
書
』
巻
五
十
三
庚
畑
之
伝
に
、
庚
畑
之
に
つ
い
て
、

頃
之
、
転
侍
中
、
本
州
大
中
正
、
遷
吏
部
尚
書
、
領
義
陽
王
師
、
太
祖
（
宋
文
帝
）
欲
出
為
丹
陽
（
ヰ
ア
）
、

と
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
宋
事
』
巻
五
十
三
謝
方
明
伝
に
、
謝
方
明
に
つ
い
て
、

遷
侍
中
、
永
初
三
年
〈
四
二
二
）
、
出
為
丹
陽
罪
、

と
あ
り
、
『
宋
書
』
巻
五
十
四
孔
季
恭
伝
に
、
孔
季
恭
の
弟
量
符
に
つ
い
て
、

自
侍
中
為
輔
国
将
軍
、
完
州
刺
史
、
入
為
丹
陽
罪
、

と
あ
り
、
『
宋
書
』
巻
五
十
四
羊
玄
保
伝
に
、
羊
玄
保
に
つ
い
て
、

入
為
都
宮
両
書
、
左
衛
将
軍
、
加
給
事
、
丹
陽
デ
、

と
あ
る
。
都
官
尚
書
（
列
曹
尚
書
）
の
官
位
に
つ
い
て
ほ
す
で
に
ふ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、

『
宋
書
』
巻
六
十
四
鄭
鮮
之
伝
に
、
鄭
鮮
之
に
つ

い
て
、遷

太
常
、
都
宮
向
書
、
永
初
二
年
（
四
二
一
〉
、
：
：
：
出
為
丹
陽
ヂ
、
復
徴
為
都
官
尚
書
、
加
散
騎
常
侍
、

と
あ
る
。
所
調
諸
卿
の
な
か
に
は
宋
斉
時
代
、
官
晶
表
の
う
え
で
は
第
三
品
に
位
置
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
実
質
的
官
位

〈

m
M〉

を
黄
門
侍
郎
程
度
、
つ
ま
り
は
第
五
晶
官
程
度
に
低
下
さ
せ
た
も
の
も
生
じ
て
い
る
が
、
き
さ
に
み
た
よ
う
に
太
常
に
つ
い
て
は
そ
う
し

た
と
と
は
な
く
、
名
実
と
も
に
第
三
口
問
と
し
て
の
官
位
を
も
ち
、
そ
の
宮
序
上
の
地
位
は
侍
中
の
上
位
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
『
宋
書
』

巻
六
十
六
何
尚
之
伝
に
、
何
向
之
に
つ
い
て
、

（
元
嘉
）
・
目
十
、
二
年
（
四
三
五
〉
、
選
侍
中
、

〈
太
子
）
中
庶
子
如
故
、

尋
改
領
務
撃
将
軍
、
：
；
：
乃
以
尚
之
為
（
丹
陽
）
罪
、
：
：
：
乃
徒

荷
崩
の
郡
太
守
の
班
位
と
清
濁
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と
あ
る
。

尚
之
為
調
部
向
書
、
領
国
子
祭
酒
、

澗
部
尚
書
（
列
曹
尚
書
）

の
宮
位
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
。

つ
ぎ
に
、

『
宋
書
』
巻
六
十
王
准
之
伝
に
、
王
准
之
に
つ

い
て
、明

年
（
元
嘉
三
年
）
（
四
二
六
）
、
従
為
都
宮
尚
書
、
改
領
吏
部
、
：
：
：
出
為
丹
陽
罪
、
：
：
：
十
年
卒
、
：
：
：
追
贈
太
常
、

と
あ
り
、
『
宋
審
』
巻
七
十
二
宗
室
文
九
王
に
、
建
平
宣
簡
王
宏
の
子
景
索
に
つ
い
て
、

と
あ
る
。

太
刀ミ

初

李太
左子
衛左
率衛
は宅
井加
時給

代苦

丹
楊
予

官
晶
表
の
う
え
で
は
第
五
品
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、

実
質
的
に
は
そ
の
官
位
を
上
昇
さ

ハ
認
）

せ
、
第
四
品
宮
相
当
の
官
位
を
も
つ
に
い
た
っ
て
い
る
。

ζ

れ
は
太
子
右
衛
率
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

八
劉
廷
孫
伝
に
、
劉
廷
孫
に
つ
い
て
、

世
視
〈
宋
孝
武
帝
）
即
位
、
以
為
侍
中
、
領
前
軍
将
軍
、
：
：
：
挙
建
元
年
（
四
五
四
〉
、
遷
丹
腸
罪
、

つ
ぎ
に
、

吋
宋
書
』
巻
七
十

と
あ
り
、
『
宋
書
』
巻
八
十
一
劉
秀
之
伝
に
、
劉
秀
之
に
つ
い
て
、

大
明
元
年
（
四
五
七
〉
、
徴
為
右
衛
将
軍
、
明
年
、
選
丹
陽
罪
、
其
年
、
遷
向
書
右
僕
射
、

と
あ
る
。
右
衛
将
軍
の
宮
位
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
。
尚
書
（
左
右
）
僕
射
の
官
位
は
も
と
よ
り
第
三
品
で
あ
り
、

そ
の
官
序
上
の

地
位
は
侍
中
の
上
位
に
あ
る
。
以
上
の
例
か
ら
、
宋
時
代
丹
陽
予
が
名
実
と
も
に
第
三
品
官
と
し
て
の
地
位
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
が
理

解
さ
れ
よ
う
。

つ
ぎ
に
、
斉
時
代
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
各
人
の
宮
序
の
う
え
で
丹
陽
ヂ
は
単
独
で
現
わ
れ
る
と
と
は
な
く
、

他
官
を
併
せ
も
つ
か
た
ち
で
現
わ
れ
て
お
り
、
宋
時
代
の
よ
う
に
明
確
で
は
な
い
が
、

そ
の
殆
ん
ど
が
宋
時
代
と
同
様
に
侍
中
以
上
に
つ

い
た
の
ち
に
現
わ
れ
て
お
り
、
斉
時
代
に
あ
っ
て
も
、
各
実
と
も
に
第
三
品
官
と
し
て
の
宮
位
を
保
持
し
て
い
た
と
し
て
あ
や
ま
り
な
か

ハ
M〉

る
う
。



以
上
を
確
認
し
た
う
え
で
、

と
と
で
『
宋
書
』
巻
五
十
八
宗
室
武
二
王
を
み
る
と
、

（
劉
斌
）
自
司
徒
右
長
史
擢
為
（
司
徒
）
左
長
史
、
：
：
：
（
彰
域
王
〉
義
康
欲
以
斌
為
丹
陽
夕
、
言
次
啓
太
祖
、
陳
其
家
貧
、
上
覚
其

皆
、
義
康
言
未
卒
、
上
目
、
以
為
呉
郡
、
後
会
稽
太
守
羊
玄
保
求
還
、
義
康
又
欲
以
斌
代
之
、
又
啓
太
祖
日
、
羊
玄
保
欲
還
、
不
審
以

誰
為
会
帯
、
上
時
未
所
擬
、
倉
卒
目
、
我
巳
用
王
鴻
、

と
あ
る
。
右
に
見
え
る
羊
玄
保
に
つ
い
て
は
、
司
宋
書
』
巻
五
十
羊
玄
保
伝
に
、

入
為
都
宮
尚
書
、
左
衛
将
軍
、
加
給
事
中
、
丹
陽
罪
、
会
稽
太
守
、
又
徒
呉
郡
太
守
、
加
秩
中
二
千
石
、
太
祖
以
玄
保
廉
素
寡
欲
、
故

頼
授
名
郡
。

と
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
宋
書
』
何
尚
之
伝
に
、
孟
観
に
つ
い
て
、

兄
組
貢
盛
、
顕
不
就
貯
、
組
死
後
、
：
：
：
遂
歴
呉
郡
、
会
稽
、
丹
陽
コ
一
郡
、
侍
中
、
僕
射
、
太
子
倉
事
、
復
為
会
稽
太
守
、
卒
官
、

と
あ
る
。
乙
れ
ら
は
呉
郡
太
守
、
会
稽
太
守
の
官
位
が
丹
陽
予
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
等
の
も
の
で
あ
る
と
と
を
察
せ
し
め
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ

ぅ
。
そ
う
す
る
と
、

ζ

こ
で
会
稽
太
守
、
呉
郡
太
守
の
官
位
が
実
質
上
第
三
品
で
あ
っ
た
と
す
る
想
定
が
可
能
と
な
る
。
具
体
例
に
即
し

て
み
て
い
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
会
稽
太
守
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
『
宋
書
h

巻
五
十
三
謝
方
明
伝
に
、
諸
方
明
に
つ
い
て
、

遷
侍
中
、
永
初
三
年
（
四
二
二
）
、
出
為
丹
陽
罪
、
：
：
：
転
会
稽
太
守
、

と
あ
り
、
『
宋
書
』
孔
季
恭
伝
に
、
孔
季
恭
の
弟
霊
符
に
つ
い
て
、

世
祖
大
明
初
、
自
侍
中
為
輔
国
将
軍
、
克
州
刺
史
、
：
：
：
入
為
丹
陽
ヂ
、
：
：
：
霊
符
自
丹
陽
（
早
乙
出
為
会
稽
太
守
、

さ
＝
り
に
、

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
も
会
稽
太
守
と
丹
陽
予
の
官
位
が
ほ
ぼ
同
程
度
で
あ
っ
た
と
と
を
察
せ
し
め
よ
う
。

六
張
部
伝
に
、
張
部
に
つ
い
て
、

転
侍
中
、
孝
建
二
年
（
四
五
五
）
、
出
為
会
稽
太
守
、
卒
、

『
宋
書
』
巻
四
十

南
朝
の
郡
太
守
の
班
位
と
清
濁
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と
あ
り
、
『
宋
書
』
巻
四
十
七
劉
懐
粛
伝
に
、
劉
懐
粛
に
つ
い
て
、

高
祖
（
宋
武
帝
）
以
旧
恩
、
懐
粛
見
寵
授
、
至
会
稽
太
守
、
尚
書
、
金
紫
光
禄
夫
夫
、

と
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
列
曹
尚
書
は
官
序
上
侍
中
の
上
位
に
あ
る
。
さ
ら
に
『
宋
書
』
椿
叔
度
伝
に
、
格
叔
度
の
兄
淡
之
に
つ
い

て、
高
祖
受
命
、
為
侍
中
、
：
：
：
乃
以
淡
之
為
会
稽
太
守
、

と
あ
り
、
『
宋
書
』
五
十
三
張
茂
度
伝
に
、
張
茂
度
に
つ
い
て
、

徴
為
都
宮
尚
書
、
加
散
騎
常
侍
、
固
辞
以
疾
、
就
拝
光
禄
大
夫
、
加
金
章
紫
授
、
：
：
：
元
嘉
十
八
年
（
四
四
一
）
、
除
会
稽
太
守
、
：

明
年
卒
於
官
、

と
あ
り
、
『
宋
書
』
孔
季
恭
伝
に
、
孔
季
恭
の
子
山
士
に
つ
い
て
、

歴
顕
位
、
侍
中
、
会
稽
太
守
、
坐
小
弟
駕
部
郎
道
穣
逼
略
良
家
子
女
、
白
衣
領
郡
、
元
嘉
二
十
七
年
（
四
五

O
）
、
卒
宮

と
あ
り
、
『
宋
書
』
巻
六
十
三
王
華
伝
に
、

華
従
父
鴻
、
五
兵
尚
書
、
会
稽
太
守
、

と
あ
る
。
と
れ
は
さ
き
に
劉
斌
に
つ
い
て
み
た
時
に
、
文
帝
に
よ
っ
て
倉
卒
に
会
稽
太
守
と
さ
れ
た
王
鴻
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
、
『
宋
書
』
巻
七
十
九
宗
室
文
五
王
に
、
王
翼
之
に
つ
い
て
、

官
至
御
史
中
丞
、
会
稽
太
守
、
広
州
刺
史
、

と
あ
る
。
御
史
中
丞
の
官
位
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
。

名
実
と
も
に
第
三
品
官
た
る
丹
陽
デ
と
ほ
ぼ
同
等
の
官
位
を
も
っ
と
と
を
察
せ
し
め
る
記
事
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
官
序
上
持
中
以
上
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
た
乙
と
を
示
す
記
事
か
ら
、
宋
斉
時
代
会
稽
太
守
が
実
質
的
に
は
第
三
品
官
相
当
の
官
位
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
が
想

定
さ
れ
よ
う
。



つ
ぎ
に
、
呉
郡
太
守
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
『
宋
書
』
巻
五
十
三
江
夷
伝
に
、
江
夷
に
つ
い
て
、

尋
拝
吏
部
尚
書
、
為
呉
郡
太
守
、
：
：
：
復
為
丹
陽
罪
、

と
あ
る
。
こ
れ
は
呉
郡
太
守
と
丹
陽
ヂ
が
ほ
ぼ
同
等
の
官
位
に
あ
っ
た
ζ

と
を
察
せ
し
め
よ
う
。
さ
ら
に
、
『
宋
書
』
巻
八
十
一
顧
韻
之

伝
に
、
顧
韻
之
に
つ
い
て
、

（
大
明
）
二
年
（
四
五
八
）
、
転
吏
部
尚
書
、
四
年
、
致
仕
、
不
許
、
加
左
軍
将
軍
、
出
為
呉
郡
太
守
、
八
年
、
復
為
吏
部
尚
書
、
加
給

事
中
、
米
拝
、
欲
以
為
会
稽
（
太
守
）
、
不
果
、
還
為
呉
郡
太
守
、

と
あ
り
、
可
南
斉
書
』
巻
三
十
二
王
延
之
伝
に
、
王
延
之
に
つ
い
て
、

遷
侍
中
、
領
射
撃
校
尉
、
未
拝
、
出
為
呉
郡
太
守
、
：
：
：
除
吏
部
尚
書
、
侍
中
、
領
右
軍
、
並
不
拝
、
復
為
吏
部
尚
書
、
領
駿
騎
将

軍
、
出
為
後
軍
将
軍
、
呉
興
太
守
、
遷
都
督
湖
東
五
郡
、
会
稽
太
守

と
あ
る
。
乙
の
二
つ
の
記
事
は
呉
郡
太
守
が
会
稽
太
守
と
ほ
ぼ
同
等
の
官
位
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
と
を
察
せ
し
め
る
。

と
こ
で
、
『
宋
書
』
巻
四
十
二
劉
穆
之
伝
を
み
る
と
、
劉
穆
之
の
子
式
之
に
つ
い
て
、

還
為
太
子
右
（
衛
〉
率
、
左
衛
将
軍
、
呉
郡
太
守

と
あ
る
。
太
子
左
衛
率
と
左
衛
将
軍
の
官
位
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。

孫
濯
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
に
、
『
宋
書
』
巻
五
十
一
宗
室
に
、
長
沙
景
王
道
憐
の

太
宗
世
、
既
黄
門
侍
郎
、
都
宮
尚
書
、
呉
郡
太
守
、

と
あ
り
、
『
宋
書
』
巻
五
十
三
原
登
之
伝
に
、
庚
登
之
に
つ
い
て
、

元
嘉
五
年
（
四
二
八
）
、
：
：
：
入
為
司
徒
右
長
史
、
尚
書
吏
部
郎
、
司
徒
左
長
史
、
：
：
：
出
為
呉
郡
太
守
、
：
：
：
以
事
免
官
、

と
あ
り
、
『
宋
書
』
巻
五
十
三
張
茂
度
伝
に
、

南
朝
の
郡
太
守
の
斑
位
と
清
濁

茂
度
同
郡
陸
仲
元
者
、
晋
太
尉
元
曽
孫
、
以
事
用
見
知
、
歴
清
職
、
吏
部
郎
、
右
衛
将
軍
、
侍
中
、
呉
郡
太
守
、

｝＼ 
五



南
朝
の
郡
太
守
の
班
位
と
清
濁

八
六

と
あ
る
。
右
衛
将
軍
の
官
位
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
『
宋
書
』
巻
五
十
七
察
興
宗
伝
に
、
察
興
宗
に
つ
い
て
、

世
祖
践
昨
、
：
：
：
遷
侍
中
、
：
：
：
留
為
左
民
向
書
、
出
興
宗
呉
郡
太
守
、
固
辞
郡
、

と
あ
る
。
こ
の
人
事
は
結
局
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
察
興
宗
は
列
曹
尚
書
に
あ
っ
た
時
に
、
呉
郡
太
守
に
つ
け
ら
れ
よ
う
と
し
た
わ
け
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
『
宋
書
』
巻
五
十
九
段
淳
伝
に
、
股
淳
の
父
穆
に
つ
い
て
、

因
子
祭
酒
、
復
為
五
兵
尚
書
、
呉
郡
太
守
、
太
祖
即
位
、
為
金
紫
光
禄
大
夫
、
韻
寛
陵
王
師
、
遷

転
散
騎
常
待
、

（
高
祖
）
及
受
禅
、

護
軍
（
将
軍
）
、

と
あ
る
。
護
軍
将
軍
の
官
位
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
。
さ
ら
に
、
『
宋
世
一
宮
何
尚
之
伝
に
、
何
尚
之
の
父
叔
度
に
つ
い
て
、

時
叔
度
為
尚
書
、
後
為
金
紫
光
禄
大
夫
、
呉
郡
太
守
、
加
秩
中
二
千
石
、
元
嘉
八
年
（
四
三
一
）
、
卒
、

と
あ
り
、
『
宋
書
』
巻
八
十
一
顧
環
伝
に
、
丘
淵
之
に
つ
い
て
、

太
極
即
位
、
以
旧
恩
歴
顕
官
、
侍
中
、
呉
郡
太
守
、
都
宮
尚
書
、
卒
於
太
常
、

と
あ
る
。
太
常
の
官
位
に
つ
い
て
は
さ
き
に
ふ
れ
た
。
さ
ら
に
、
『
宋
書
』
巻
八
十
五
謝
荘
伝
に
、
謝
荘
に
つ
い
て
、

又
除
呉
郡
太
守
、
荘
多
疾
、
不
楽
去
京
師
、
又
除
前
職
、

と
あ
る
が
、
前
職
と
は
吏
部
尚
書
領
国
子
博
士
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
宋
書
』
巻
六
十
三
王
曇
首
伝
を
み
る
と
、
王
曇
首
に
つ
い
て
、

遷
太
子
倉
事
、
侍
中
如
故
、
：
：
：
時
兄
弘
録
尚
書
事
、
又
為
場
州
刺
史
、
曇
首
為
上
（
文
帝
）
所
親
委
、
任
兼
両
宮
、
野
城
王
義
典
与

弘
並
録
、
意
常
快
快
、
又
欲
得
揚
州
、
形
於
任
要
、
以
曇
首
居
中
、
分
其
権
任
、
愈
不
悦
、
曇
首
固
乞
呉
郡
（
太
守
）
、

と
あ
る
。
こ
れ
は
緊
急
避
難
的
な
人
事
で
、
か
っ
こ
の
曇
首
の
要
求
は
文
帝
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
て
い
る
が
、
太
子
倉
事
侍
中
た
る
曇
首

が
求
め
た
地
方
官
が
呉
郡
太
守
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
小
論
の
論
旨
か
ら
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

『
南
斉
書
』

巻
三
十
二
何
戟
伝

に
、
何
裁
に
つ
い
て
、

復
為
侍
中
、
：
：
：
出
為
呉
郡
太
守
、
以
疾
婦
、
為
侍
中
、
秘
書
監
、
の
転
中
書
令
、



と
あ
り
、
『
南
斉
書
』
巻
三
十
三
張
緒
伝
に
、
張
緒
に
つ
い
て
、

（

7

7
）
 

緒
又
遷
侍
中
、
郎
如
故
、
：
：
：
即
出
緒
為
呉
郡
太
守
、
：
：
：
遷
洞
部
向
書
、
領
中
正
、

と
あ
あ
。
呉
郡
太
守
が
丹
陽
罪
、
会
稽
太
守
と
ほ
ぼ
同
等
の
宮
位
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
察
せ
し
め
る
記
事
と
、
官
序
上
侍
中
以
上
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
と
を
示
す
記
事
は
、
宋
斉
時
代
呉
郡
太
守
の
官
位
が
第
三
品
宮
相
当
に
ま
で
上
昇
し
て
い
た
ζ

と
を
察
せ
し
め
よ

w

つ。
と
と
ろ
で
、

ζ

と
で
『
宋
骨
一
日
』
巻
五
十
二
謝
述
伝
を
み
る
と
、
謝
述
に
つ
い
て
、

転
左
衛
将
軍
、
・
：
・
：
除
呉
郡
太
守
、
以
疾
不
之
官
、
病
差
、
補
呉
興
太
守
、
在
郡
清
省
、
為
吏
民
所
懐
、
（
元
嘉
）
十
二
年
（
四
二
五
）
、

卒、
と
あ
る
。

ζ

れ
は
呉
興
太
守
が
呉
郡
太
守
と
同
等
の
官
位
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
と
を
察
せ
し
め
よ
う
。
そ
と
で
呉
郡
太
守
、
会
稽
太

守
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
各
人
の
官
序
の
過
程
で
呉
興
太
守
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
現
わ
れ
る
か
を
み
て
み
る
。
ま
ず
、

『
宋
害
』
劉

穆
之
伝
に
、
劉
穆
之
の
孫
矯
に
つ
い
て
、

大
明
元
年
〈
四
五
七
）
、
：
：
：
明
年
、
遷
呉
輿
太
守
、
：
：
：
及
為
吏
部
向
書
、
意
弥
憤
憤
、

と
あ
り
、
『
宋
書
』
巻
四
十
五
王
謙
之
伝
に
、
王
謙
之
に
つ
い
て
、

世
祖
初
、
歴
蟻
騎
将
軍
、
御
史
中
丞
、
呉
輿
太
守
、
：
：
：
大
明
三
年
（
四
五
九
）
、
卒

と
あ
り
、
『
宋
書
』
巻
五
十
一
宗
室
に
、
長
抄
景
王
道
憐
の
孫
範
に
つ
い
て
、

太
宗
嘉
其
誠
、
以
為
黄
門
郎
、
太
子
中
庶
子
、
侍
中
、
加
荊
、
湘
、
期
売
州
刺
史
、
呉
興
太
守
、
侍
中
、
領
左
軍
将
軍
、

と
あ
り
、
同
じ
く
範
の
弟
輯
に
つ
い
て
、

侍
中
、
呉
輿
太
守
、
後
廃
帝
元
徽
元
年
（
四
七
三
）
、
卒
、

と
あ
り
、
同
巻
に
劉
思
考
に
つ
い
て
、

商
戦
の
郡
太
守
の
斑
位
と
清
濁
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起
為
散
騎
常
侍
、
五
兵
尚
書
1

遷
呉
興
太
守
、
秩
中
一
一
千
石
、
（
元
嘉
〉
ニ
十
五
年
（
四
四
八
〉
、
徴
為
領
軍
〈
将
軍
）
、

と
あ
り
、
『
宋
室
田
』
巻
五
十
三
張
、
氷
伝
に
、
張
。
永
に
つ
い
て
、

其
年
（
大
明
八
年
）
（
四
六
四
）
、
召
為
御
史
中
丞
、
前
廃
帝
永
光
元
年
（
四
六
四
）
、
出
為
呉
興
太
守
、
遷
度
支
尚
書
、

と
あ
り
、
『
宋
書
』
巻
五
十
八
王
恵
伝
に
、
主
恵
に
つ
い
て
、

遷
太
子
管
事
、
転
尚
書
1

呉
興
太
守
、
少
帝
即
位
、
以
察
廓
為
吏
部
尚
書
、
不
青
拝
、
乃
以
恵
代
湾
。

と
あ
り
、
『
宋
書
』
股
淳
伝
に
、
殿
淳
の
弟
沖
に
つ
い
て
、

復
為
太
子
中
庶
子
、
尚
書
吏
部
郎
、
御
史
中
丞
、
有
司
直
之
称
、
出
為
呉
興
太
守
、
入
為
度
支
尚
書
、

と
あ
る
。
御
史
中
丞
の
官
位
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
。
『
宋
書
』
巻
六
十
王
翻
之
伝
に
、
王
詔
之
に
つ
い
て
、

少
帝
即
位
、
遷
侍
中
、
駿
騎
ハ
将
軍
）
如
故
、
景
平
元
年
（
四
二
三
）
、
為
呉
興
太
守
、
：
：
：
ハ
元
嘉
）
十
年
（
四
三
三
）
、
徴
為
嗣
部

尚
書
、
加
給
事
中
、

と
あ
り
、
『
宋
書
』
巻
七
十
回
出
依
之
伝
に
、
洗
依
之
に
つ
い
て
、

ζ

の
人
事
は
結
局
実
現
は
し
な
か
っ
た
が
、

泰
始
四
年
〈
四
六
八
）
、
徴
般
之
為
呉
輿
太
守
、
辞
不
拝
、
の
除
左
衛
将
軍
、
領
太
子
中
庶
子
、

と
あ
り
、
『
宋
書
』
巻
七
十
八
粛
思
話
伝
に
、
繭
思
話
に
つ
い
て
、

歴
黄
門
侍
郎
、
御
史
中
丞
、
司
徒
左
長
史
、
呉
興
太
守
、
後
廃
帝
元
徹
末
、
卒
官
、

と
あ
り
、
『
宋
書
』
巻
八
十
一
顧
環
伝
に
、
顧
環
に
つ
い
て
、

事
平
、
遷
呉
興
太
守
、
孝
建
元
年
（
四
五
四
）
、
徴
為
五
兵
尚
書
、
未
拝
、

と
あ
り
、
『
宋
書
』
巻
九
十
三
隠
逸
に
、
王
曇
生
に
つ
い
て
、

歴
顕
位
、
吏
部
尚
書
1

太
常
卿
、
大
明
末
、
為
呉
興
太
守
、

と
あ
り
、
『
南
斉
書
』
巻
三
十
五
宗
室
高
祖
十
二
王
に
、
臨
川
献
王
映
の
子
子
晋
に
つ
い
て
、



歴
東
陽
呉
興
二
郡
太
守
、
秘
書
監
、
領
後
軍
将
軍
、
永
元
初
、
為
侍
中
、
遷
左
民
尚
書
、

と
あ
り
、
『
南
斉
書
』
巻
四
十
三
謝
檎
伝
に
、
謝
檎
に
つ
い
て
、

選
司
徒
左
長
史
、
出
為
呉
興
太
守
、
：
：
：
吏
部
尚
書
、

と
あ
り
、
『
南
斉
書
』
巻
四
十
四
徐
孝
嗣
伝
に
、
徐
孝
嗣
に
つ
い
て
、

建
元
初
、
：
；
：
転
充
御
史
中
丞
、
：
：
：
出
為
呉
輿
太
守
、
上
（
斉
高
帝
〉
徴
孝
嗣
為
五
兵
尚
書
、

と
あ
り
、
『
南
斉
書
』
巻
四
十
回
出
文
季
伝
に
、
日
出
文
季
に
つ
い
て
、

転
秘
書
監
、
出
為
呉
興
太
守
、

と
あ
る
。
秘
書
監
は
第
三
品
官
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
『
南
斉
書
』
巻
四
十
六
粛
恵
休
伝
に
、
粛
恵
休
に
つ
い
て
、

遷
侍
中
、
領
歩
兵
校
尉
、
永
元
元
年
（
四
九
九
）
、
徒
呉
輿
太
守
、
徴
為
（
尚
書
）
右
僕
射
、

と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
十
六
玉
壁
伝
に
、
王
監
に
つ
い
て
、
斉
時
代
の
こ
と
と
し
て
、

乃
遷
侍
中
、
：
：
：
復
為
侍
中
、
領
射
襲
校
尉
、
：
：
：
遷
呉
興
太
守
、

と
あ
り
、
『
梁
吾
』
巻
二
十
一
柳
樺
伝
に
、
柳
惇
に
つ
い
て
、

天
監
元
年
（
五

O
一
）
、
除
長
兼
侍
中
、
：
：
：
二
年
、
出
為
呉
興
太
守
、

と
あ
る
。
呉
郡
太
守
と
ほ
ぼ
同
官
位
で
あ
る
こ
と
を
察
せ
し
め
る
記
事
が
存
在
す
る
こ
と
、
宮
序
上
侍
中
よ
り
も
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
と
と
ろ
か
ら
、
呉
興
太
守
に
つ
い
て
も
、
宋
斉
時
代
そ
の
官
品
を
第
三
品
程
度
に
上
昇
さ
せ
て
い
た
ζ

と
が
想
定
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
よ
り
、
宋
斉
時
代
、
会
稽
太
守
、
呉
郡
太
守
そ
し
て
呉
輿
太
守
が
そ
の
官
位
を
官
品
表
の
示
す
第
五
品
か
ら
実
費
的
に
は
第
コ
一
品

程
度
に
上
昇
さ
せ
て
い
た
ζ

と
が
想
定
で
き
よ
う
。
な
お
、
丹
陽
予
は
名
実
と
も
に
第
三
品
官
と
し
て
の
官
位
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
あ

る。
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一方、

宮
晶
表
通
り
に
第
五
品
（
以
下
？
）
の
官
位
に
止
ま
っ
て
い
る
郡
太
守
も
当
然
存
在
し
て
い
る
。
『
南
斉
書
』
巻
四
十
七
主
融

－五乙、

．，AI
，．ιu’
 

父
道
竣
、
康
陵
太
守
、
融
神
明
暫
敬
、
博
才
有
文
才
、
：
：
：
融
以
父
官
不
通
、
弱
年
便
紹
興
家
業
、
啓
世
祖
（
斉
武
帝
）
求
自
試
、

と
あ
る
。
虚
陵
太
守
が
道
淡
の
極
官
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宋
斉
時
代
、
各
人
の
官
序
に
つ
い
て
「
通
」
と
い
っ
た
際
、
そ
れ
は
そ

円
四
U
V

の
も
の
が
第
四
品
以
上
の
宮
に
つ
く
こ
と
を
い
う
。
そ
う
す
る
と
、
虚
陵
太
守
就
官
を
「
不
通
」
と
す
る
右
の
記
事
は
、
底
陵
太
守
の
官

位
が
官
晶
表
通
り
第
五
品
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
な
る
が
、
腫
陵
太
守
の
官
位
は
中
書
侍
郎
程
度
も
し
く
は
そ
れ
以
下
の
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
忍
。
乙
乙
で
、
『
宋
書
』
巻
八
十
四
郵
碗
伝
を
み
る
と
、
晋
安
王
は
僧
称
に
際
し
て
、
自
ら
の
側
に
投
じ
た
宮
人

そ
の
際
、
腫
陵
内
史
で
あ
っ
た
股
損
の
富
を
進
め
て
中
世
一
国
侍
郎
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
南
斉
書
』

を
そ
れ
ぞ
れ
昇
進
さ
せ
て
い
る
が
、

巻
四
十
六
裳
象
伝
に
、
実
家
に
つ
い
て
、

出
為
腫
陵
太
守
、
橡
州
治
中
（
従
事
史
）
、
太
祖
（
斉
高
帝
）
太
侍
主
簿
、
秘
書
丞
、
遷
中
書
侍
郎
、
兼
太
子
中
庶
子
、

と
あ
る
。
秘
書
丞
は
官
序
上
中
毒
侍
郎
の
下
位
に
あ
る
。
か
く
て
宋
斉
時
代
、
虚
陵
太
守
が
中
書
侍
郎
と
同
等
も
し
は
そ
れ
よ
り
以
下
の

官
位
、

つ
ま
り
は
第
五
品
（
以
下
？
》
の
官
位
し
か
も
た
な
か
っ
た
ζ

と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

な
お
、
『
宋
書
』
巻
六
十
三
活
時
伝
を
み
る
と
、
活
障
に
つ
い
て
、

頃
之
、
選
尚
書
吏
部
郎
、
元
嘉
九
年
（
四
三
二
〉
冬
、
：
：
：
左
遷
宣
城
太
守
、

と
あ
る
。
乙
れ
は
宣
城
太
守
の
官
位
が
尚
書
吏
部
郎
、

つ
ま
り
は
第
四
品
官
よ
り
も
下
位
に
あ
っ
た
乙
と
を
示
し
た
も
の
と
な
ろ
う
。

流
内
十
八
班
制
施
行
以
降
の
郡
太
守
の
班
位

す
で
に
み
た
よ
う
に
宋
斉
時
代
郡
太
守
に
つ
い
て
、
第
三
品
以
上
の
高
い
官
位
を
も
っ
郡
太
守
と
、
官
晶
表
通
り
（
も
し
く
は
そ
れ
以



下
）
の
官
位
し
か
も
た
な
い
郡
太
守
と
に
分
化
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
当
然
そ
う
し
た
官
位
の
分
化
と
い
う
ζ

と
が
流
内
十
八
班
制

に
反
映
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
侍
中
、
列
曹
向
書
な
ど
の
旧
来
の
第
三
品
官
は
流
内
第
十
ニ
班
以
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
と
か

ら
、
右
に
み
た
高
い
官
位
を
も
っ
郡
太
守
も
必
ず
や
流
内
第
十
二
班
以
上
の
宮
位
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
。
以
下
ζ

の
と
と
を
前
節
で
み
た

〈
問
）

各
郡
太
守
ご
と
に
分
列
に
み
て
い
く
。
（

）
は
班
位
で
あ
る
。

ま
ず
、
丹
陽
罪
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
『
梁
官
官
』
巻
二
十
三
爾
藻
伝
に
、
地
鮒
藻
に
つ
い
て
、

大
通
二
年
（
五
二
八
）
、
為
中
権
将
軍
（
？
）
、
太
子
倉
事
（
十
四
）
、
出
為
丹
陽
デ
、
：
：
：
入
為
安
左
将
軍
（
？
）
、
尚
書
左
僕
射
〈
十

五
）
、
加
侍
中
（
十
一
己
、

と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
二
十
九
宗
室
高
祖
三
王
に
、
部
陵
措
王
論
に
つ
い
て
、

（
普
通
）
七
年
（
五
二
六
）
、
拝
侍
中
（
十
二
）
、
中
大
通
元
年
（
五
二
九
）
、
為
丹
陽
罪
、

と
あ
り
、
『
陳
書
』
巻
九
呉
明
徹
伝
に
、
呉
明
徹
に
つ
い
て
、

徴
為
中
領
軍
（
十
四
）
、
（
陳
）
廃
帝
即
位
、
授
領
軍
将
軍
（
十
五
）
、
尋
遷
丹
陽
罪
、

と
あ
る
。
事
例
は
少
い
が
、
宋
斉
時
代
丹
陽
デ
が
一
貫
し
て
第
三
品
の
官
位
密
保
持
し
て
い
た
と
と
を
併
せ
考
え
る
と
、
流
内
等
十
ニ
班

以
上
の
班
位
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
誤
り
な
か
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
呉
郡
太
守
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
『
梁
書
』
巻
四
十
一
王
規
伝
に
、
王

規
に
つ
い
て
、

大
通
三
年
（
五
二
九
）
、
選
五
兵
尚
書
（
十
三
）
、
俄
領
歩
兵
校
尉

（七）、

：
：
：
的
為
呉
郡
太
守
、
：
：
：
俄
徴
左
民
尚
書
（
十
三
〉
、

と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
七
皐
后
花
、
太
宗
〈
梁
元
帝
）
簡
皐
后
の
父
王
宮
需
に
つ
い
て
、

尋
徒
呉
郡
（
太
守
）
、
〈
天
監
）
八
年
（
五

O
九
〉
、
入
為
太
府
卿
（
十
一
一
一
）
領
後
軍
将
軍
弘
司
、
遷
太
常
卿
（
十
四
）
、

と
あ
り
、
『
陳
畜
』
巻
二
十
四
貴
憲
伝
に
、

ハ
太
建
〉
六
年
（
五
七
四
）
、
入
為
侍
中
（
十
二
）
、
六
年
、
除
呉
郡
太
守
、
以
父
任
固
辞
、
改
授
明
威
将
軍
（
？
）
、
南
康
内
史
〈
？
）
、

南
朝
の
郡
太
守
の
班
位
と
清
濁

九



南
朝
の
郡
太
守
の
班
位
と
清
濁

九

：
：
：
九
年
、
秩
満
、
除
散
騎
常
侍
（
十
二
）
、
兼
吏
部
尚
書
〈
十
四
）
、
尋
而
為
真
、

と
あ
り
、
『
陳
書
』
巻
十
七
王
沖
伝
に
、
王
沖
に
つ
い
て
、

歴
：
：
：
侍
中
（
十
一
一
）
、
出
監
呉
都
、
満
歳
却
真
、
徴
為
通
直
散
騎
常
侍
（
十
一
）
、
兼
左
民
間
書
（
十
三
一
）

と
あ
る
。

ζ

れ
ら
の
例
か
ら
、
流
内
十
八
班
制
に
お
い
て
呉
郡
太
守
が
ほ
ぼ
流
内
第
十
三
班
程
度
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
ζ

と
が
想
定

で
き
よ
う
。
さ
き
に
み
た
『
陪
書
』
食
貨
志
の
「
丹
陽
云
々
」
と
あ
る
記
載
に
し
た
が
え
ば
、
列
曹
尚
蓄
の
斑
位
に
相
当
す
石
。

つ
ぎ
に
、
呉
興
太
守
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
『
梁
意
図
』
柳
俸
伝
に
、
柳
俸
に
つ
い
て
、

徴
為
秘
書
監
（
十
一
）
、
領
左
軍
将
軍
（
？
）
、
：
：
：
復
為
呉
興
太
守
六
年
、
天
監
十
六
年
〈
五
一
七
）
、
卒
、
贈
侍
中
（
十
ニ
）
、
中
護

軍
（
十
四
）
、

と
あ
り
、
「
梁
書
』
巻
二
十
八
夏
侯
聾
伝
に
、
夏
侯
費
に
つ
い
て
、

還
除
給
事
黄
門
侍
郎
（
十
）
、
普
通
三
年
（
五
二
二
）
、
代
兄
童
為
呉
興
太
守
、
尋
遷
仮
節
征
遠
将
軍
（
？
）
西
陽
式
昌
二
郡
太
守
（
？
）
、

七
年
、
徴
為
衛
尉
全
土
己
、

と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
三
十
四
張
賛
伝
に
、
張
賛
に
つ
い
て
、

（
大
通
〉

一
ニ
年
（
五
二
九
）
、

入
為
度
支
尚
書
（
十
三
）
、

・
・
・
・
・
・
出
為
呉
興
太
守
、

・
大
同
一
一
年
（
五
一
一
一
六
）
、
徴
為
吏
部
尚
書
（
十

四）、

と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
四
十
三
張
燥
伝
に
、
張
燥
に
つ
い
て
、

中
大
同
元
年
（
五
四
六
）
、
徴
為
太
府
卿
（
十
三
〉
、
俄
遷
呉
興
太
守
、

と
あ
り
、
『
梁
書
』
皇
后
に
、
王
鶏
に
つ
い
て
、

（
天
監
）
十
一
年
（
五
一
二
〉
、
選
中
書
令
（
十
一
ニ
）
、

（
十
一
一
一
）
、
加
給
事
中
（
四
）
、
領
射
撃
校
尉
（
七
）
、

加
員
外
散
騎
常
侍
（
十
）
、

：
：
：
出
為
呉
興
太
守
、
；
：
：
徴
還
復
為
度
支
尚
書



と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
十
五
謝
覧
伝
に
、
謝
覧
に
つ
い
て
、

普
通
二
年
（
五
二
一
）
、
為
散
騎
常
侍
（
十
二
）
、
信
威
将
軍
（
？
）
、
四
年
、
転
散
騎
侍
郎
（
八
〉
、
中
領
軍
（
十
四
）
、
出
為
呉
輿
太

守
、
：
：
：
大
通
二
年
（
五
二
八
）
、
徴
為
仁
威
将
軍
（
？
）
、
衛
尉
卿
（
十
二
）
、
尋
為
侍
中
（
十
二
〉
、
兼
領
軍
将
軍
（
十
五
）
、

と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
二
十
六
篇
疎
伝
に
、
粛
環
に
つ
い
て
、

遷
呉
興
太
守
、
：
：
：
普
通
元
年
（
五
ニ

O
）
、
徴
為
宗
正
卿
（
十
三
〉
、

と
あ
り
、
『
陳
書
』
巻
十
七
裳
枢
伝
に
、
実
枢
に
つ
い
て
、

紹
泰
元
年
（
五
五
五
〉
、
除
員
外
散
騎
常
侍
（
十
）
、
兼
侍
中
（
十
二
）
、
二
年
、
兼
吏
部
尚
書
（
十
四
）
、
其
年
、
出
為
呉
興
太
守
、
永

定
二
年
（
五
五
八
）
、
徴
為
左
民
尚
書
（
十
三
）
、

と
あ
り
、
『
陳
書
』
巻
三
十
一
任
忠
伝
に
、

入
為
領
軍
将
軍
（
十
五
）
、
加
侍
中
（
十
二
）
、
：
：
：
出
為
呉
興
太
守
、
加
秩
中
二
石
、

と
あ
る
。
班
内
第
十
三
班
に
つ
い
た
の
ち
に
呉
興
太
守
に
つ
き
つ
い
で
流
内
第
十
四
班
の
官
に
つ
く
例
、
流
内
第
十
一
一
一
斑
の
官
と
流
内
第

十
三
斑
の
官
に
挟
ま
れ
て
現
わ
れ
る
例
が
多
く
み
え
る
と
と
か
ら
、
呉
輿
太
守
の
班
位
も
ほ
ぼ
流
内
十
三
班
程
度
、

記
載
に
し
た
が
え
ば
、
列
宙
開
尚
書
の
班
位
と
ほ
ぼ
同
等
の
班
位
を
も
つ
も
の
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

『
陪
書
』
食
貨
志
の

な
お
、
会
稽
太
守
に
つ
い
て
ほ
単
独
で
現
わ
れ
る
と
と
が
な
く
遺
協
な
が
ら
具
体
的
な
斑
位
ぞ
考
え
難
い
。
も
ち
ろ
ん
他
の
官
を
併
せ

も
っ
て
現
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
殆
ん
ど
が
流
内
十
二
班
以
上
の
宮
に
つ
い
て
の
ち
の
と
と
で
あ
7
0
0

会
稽
太
守
の
班
位
に
つ
い
て
も
、
呉

郡
太
守
な
ど
と
同
様
の
こ
と
を
想
定
し
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
、
流
内
第
十
二
班
以
下
の
低
い
班
位
の
郡
太
守
も
当
然
存
在
す
る
。
木
来
と
れ
に
つ
い
て
は
躍
陵
太
守
に
つ
い
て
み
る
べ
き
で
あ

ろ
う
が
、
残
存
史
料
か
ら
虚
陵
太
守
の
斑
位
を
推
定
す
忍
ζ

と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
比
較
的
班
位
の
推
定
し
や
す
い
建
安
太
守
を
例
に

と
る
。
（

）
は
班
位
で
あ
る
。

南
朝
の
郡
太
守
の
班
位
と
清
濁

九



南
朝
の
郡
太
守
の
班
位
と
清
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九
四

『
梁
書
』
巻
二
十
ニ
王
余
伝
に
、
王
余
に
つ
い
て
、
天
監
七
年
以
降
の
と
と
と
し
て
、

除
長
兼
秘
書
郎
（
二
）
、
歴
太
子
中
舎
人
（
八
）
、
出
為
建
安
太
守
、
：
：
：
還
除
黄
門
侍
郎
（
十
）
、

と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
三
十
五
菊
子
範
伝
に
、
報
酬
子
範
に
つ
い
て
、
同
じ
く
夫
監
七
年
以
降
の
ζ

と
と
し
て
、

累
遷
丹
腸
ヂ
丞
（
八
）
、
太
子
中
舎
人
（
八
）
、
出
為
建
安
太
守
、
大
司
馬
南
平
王
戸
曹
属
（
八
〉
、
従
事
中
郎
（
九
）
、

ハ
幻
〉

と
あ
る
。
右
の
南
平
王
は
梁
の
武
帝
の
第
八
子
偉
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
と
の
大
司
馬
府
は
皇
帝
皇
子
の
そ
れ
に
当
た
る
。

（
丹
陽
予
丞
を
流
内
第
八
班
と
し
た
と
と
に
つ
い
て
は
、
後
述
参
照
。
）
つ
ぎ
に
、
『
梁
書
』
巻
三
十
七
何
敬
容
伝
に
、
何
敬
容
に
つ
い
て
、

恐
ら
く
天
監
七
年
以
降
の
と
と
と
し
て
、

歴
太
子
舎
人
（
一
ニ
）
、
尚
書
殿
中
郎
（
五
）
、
太
子
洗
馬
（
六
）
、
中
書
舎
人
（
四
〉
、
秘
書
丞
（
八
）
、
選
最
州
治
中
従
事
〈
九
）
、
出
為

建
安
太
守
、
：
：
：
遷
除
黄
門
郎
（
十
〉
、

と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
四
十
到
瓶
伝
に
、
到
灘
に
つ
い
て
、

歴
（
尚
書
）
殿
中
郎
（
五
）
、
出
為
建
安
太
守
、
遷
中
書
郎
（
九
）
兼
（
尚
書
）
吏
部
郎
（
十
一
）
、

と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
四
十
一
帯
治
伝
に
、
粛
治
に
つ
い
て
、
恐
ら
く
天
監
七
年
以
降
の
ζ

と
と
し
て
、

出
為
南
徐
州
治
中
（
従
事
）
（
八
）
、
：
：
：
遷
司
空
従
事
中
郎
（
八

t九
）
、
為
建
安
太
守
、
坐
事
免
、

と
あ
る
。
右
の
苛
空
従
事
中
郎
に
つ
い
て
は
皇
帝
皇
子
府
の
そ
れ
か
、
そ
れ
以
外
の
も
の
か
具
体
的
人
名
を
か
く
の
で
明
確
に
し
え
な
か

っ
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
右
に
あ
げ
た
い
く
つ
か
の
例
か
ら
、
建
安
太
守
の
斑
位
と
し
て
流
内
第
九
班
程
度
が
想
定
で
き
よ
う
。

以
上
煩
雑
な
考
証
を
行
な
っ
た
が
、
宋
斉
時
代
す
で
に
郡
太
守
の
官
位
に
分
化
が
生
じ
、
第
三
品
に
相
当
す
る
郡
守
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
、
流
内
十
八
班
制
施
行
以
降
に
あ
っ
て
も
、
流
内
第
十
二
班
以
上
の
高
い
斑
位
を
も
っ
郡
守
が
存
在
す
忍
一
方
で
、
流
内
第
九
斑
程

度
の
班
位
し
か
も
た
な
い
郡
太
守
が
存
在
し
て
い
た
ζ

と
は
、
『
惰
書
』
百
官
志
上
、
『
遇
典
』
梁
官
品
に
み
え
る
「
郡
守
及
郡
丞
各
為
十

班
」
と
あ
る
記
事
を
郡
太
守
が
一
律
に
流
内
第
十
班
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て



お
り
、

い
き
お
い
と
の
記
事
は
、
厳
氏
の
解
釈
さ
れ
た
よ
う
に
郡
太
守
の
班
位
が
十
等
の
班
位
に
分
か
た
れ
て
い
た
と
と
を
示
し
た
も
の

と
し
て
解
釈
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

郡
丞
及
び
県
令
の
班
位

お
の
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、

以
上
述
べ
た
よ
う
に
「
郡
守
及
丞
各
為
十
班
」
と
あ
る
「
十
斑
」
を
十
等
の
意
と
解
し
、
郡
太
守
が
十
等
に
分
か
た
れ
た
斑
位
に
お
の

乙
の
記
事
の
書
き
様
か
ら
み
て
、
郡
丞
の
斑
位
も
当
然
一
律
に
流
内
第
十
班
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
た
と
解
す
べ
き
で
な
く
、
郡
太
守
と
同
様
に
そ
の
班
位
が
十
等
に
分
か
た
れ
て
い
た
と
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
れ

を
証
す
る
た
め
に
は
史
料
的
に
郡
丞
就
官
者
の
数
が
少
く
な
く
、
困
難
が
つ
き
ま
と
う
が
、
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
み
え
る
丹
陽
デ
丞
の
班

位
が
流
内
第
十
班
で
あ
っ
た
と
は
解
し
難
い
と
と
か
ら
、
や
は
り
、
郡
太
守
の
場
合
と
同
様
の
ζ

と
が
想
定
さ
れ
る
と
思
う
。
な
お
、
郡

丞
は
宋
斉
時
代
一
律
に
第
八
品
と
さ
れ
て
い
忍
。

h

、，－
r
－J
、

f
T
T
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丹
陽
ヰ
ア
丞
に
つ
い
て
は
す
で
に
他
の
郡
丞
よ
り
も
高
官
位
に
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
）
以
下
、
天
監
七
年
の
流
内
十
八
班
制
施
行
以
降
に
丹
陽
ヂ
丞
に
つ
い
た
人
々
の
官
序
を
示
す
。
（

）
は
例
に
よ
っ
て
班
位

で
あ
る
。

ま
ず
、
『
梁
書
』
巻
三
十
三
王
錆
伝
に
、
王
錆
に
つ
い
て
、

累
遷
太
子
洗
馬
企
ハ
）
、

（
太
子
）
中
舎
人
（
八
〉
、
：
：
：
出
為
丹
陽
罪
丞
、
北
中
郎
諮
議
参
箪
（
九
）
、
遷
中
書
郎
（
九
）
、

と
あ
る
。
諮
議
参
軍
に
も
色
々
あ
る
が
、
右
の
北
中
郎
府
の
諮
議
参
軍
は
流
内
第
八
斑
の
太
子
中
舎
人
と
流
内
第
九
班
の
中
世
一
国
侍
郎
の
間

に
挟
ま
れ
て
現
わ
れ
て
い
忍
と
と
ろ
か
ら
、

と
れ
は
皇
帝
皇
子
府
の
そ
れ
と
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
斑
位
は
流
内
第
九
班

で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
『
梁
書
』
巻
三
十
五
粛
子
協
伝
に
、
第
六
弟
子
範
に
つ
い
て
、

南
朝
の
郡
太
守
の
斑
位
と
清
濁

九
五



南
朝
の
郡
太
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斑
位
と
清
濁

九
ノ、

又
為
司
徒
主
簿
（
六
）
、
累
遷
丹
陽
ヂ
丞
、
太
子
中
舎
人
（
八
）
、

と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
三
十
五
粛
子
顕
伝
に
、
繭
子
顕
に
つ
い
て
、

累
遷
太
子
中
舎
人
ハ
八
）
、
建
康
令
（
八
）
、
部
王
友
（
八
）
、
丹
陽
ヂ
丞
、
中
審
郎
（
九
）
、

と
あ
る
。
（
建
康
令
の
班
位
に
つ
い
て
は
後
述
参
照
。
）
さ
ら
に
、
『
梁
書
』
巻
二
十
二
宗
室
太
祖
五
主
に
、
粛
静
に
つ
い
て
、

歴
太
子
舎
人
（
三
）
、
東
宮
領
直
（
？
）
、
遷
丹
腸
（
安
）
丞
、
給
事
黄
門
侍
郎
（
十
）
、

と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
三
十
五
蒲
子
雲
伝
に
、
繭
子
雲
に
つ
い
て
、

累
遷
北
中
郎
外
兵
参
寧
（
三
）
、
晋
安
王
文
学
（
五
〉
、
丹
陽
ヂ
丞
、
：
：
：
遷
北
中
郎
置
陵
王
諮
議
参
軍
（
九
）
、
兼
尚
書
左
丞
（
九
）
、

と
あ
る
。
右
の
腫
陵
王
は
梁
の
武
帝
の
第
五
子
続
の
と
と
で
あ
秘
し
た
が
っ
て
、

ζ

の
諮
議
参
軍
は
皇
帝
皇
子
府
の
そ
れ
と
な
る
。
つ

ぎ
に
、
冨
喜
一
日
』
巻
四
十
到
報
伝
に
、
到
蹴
の
孫
蓬
に
つ
い
て
、

歴
太
子
舎
人
会
一
）
、
宣
城
主
主
簿
（
四
）
、
太
子
洗
馬
全
ハ
）
、
尚
書
殿
中
郎
ハ
五
）
、
：
：
：
除
丹
陽
苦
ノ
丞
、
：
：
：
卒
、

と
あ
る
。
右
の
宣
城
王
は
爾
縛
（
の
ち
の
元
帝
）
の
世
子
哀
太
子
大
器
の
ζ

と
で
あ
匂
し
た
が
っ
て
、

ζ

の
王
の
府
は
嗣
王
府
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

つ
ぎ
に
、
『
陳
書
』
巻
二
十
一
王
国
伝
に
、
王
国
に
つ
い
て
、

遷
太
子
抗
馬
（
六
）
、
掌
東
宮
領
直
（
？
）
、
：
：
：
除
丹
陽
弔
ア
丞
、
：
：
：
元
帝
承
制
、
以
為
相
国
戸
嘗
属
（
八
〉
、
掌
管
記
、

〈
怨
〉

と
あ
7
G
。
右
に
相
国
と
あ
る
の
は
一
応
帝
の
ζ

と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
と
の
府
は
皇
弗
皇
子
府
に
相
当
る
。
さ
ら
に
、
『
陳
書
』
巻
二

十
一
孔
灸
伝
に
、
孔
灸
に
つ
い
て
、

（
司
徒
王
僧
弁
）
引
失
為
左
西
曹
録
公
ハ
）
、
又
除
丹
腸
安
丞
、
：
：
：
除
太
尉
従
事
中
郎
（
八
）
、

と
あ
る
。
右
に
太
尉
と
あ
る
の
は
王
僧
弁
の
と
と
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ζ

の
従
事
中
郎
は
庶
姓
府
の
従
事
中
郎
の
と
と
と
さ
れ
よ

（

お

）

，つ。
流
内
第
八
斑
の
官
に
つ
い
て
の
ち
に
丹
腸
予
丞
に
つ
き
、

つ
ぎ
に
流
内
第
九
班
の
官
に
つ
く
場
合
が
ニ
例

〈
王
錆
伝
、
粛
子
顕
伝
）
、



丹
陽
晋
ノ
丞
に
つ
い
た
の
ち
に
流
内
第
九
班
の
官
に
つ
く
場
合
が
一
例
（
繭
子
雲
伝
）
、

丹
陽
晋
ノ
丞
に
つ
い
た
の
ち
に
流
内
第
八
班
の
官
に

っ
く
例
が
ニ
例
〈
繭
子
範
伝
、
孔
失
伝
〉
み
え
る
。
と
れ
ら
か
ら
丹
陽
ヂ
丞
の
班
位
は
到
底
流
内
第
十
班
と
は
考
え
難
く
、

そ
の
班
位
は

流
内
八
斑
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
あ
や
ま
り
な
か
ろ
う
。
当
時
恐
ら
く
、
郡
丞
の
な
か
で
丹
陽
ヂ
丞
の
斑
位
が
最
も
高
か
っ
た

と
れ
が
流
内
第
八
斑
程
度
の
班
位
し
か
も
た
な
か
っ
た
と
い
う
と
と
は
、
郡
丞
の
班
位
を
一
律
に
流
内
第
十
班
と
す
る

解
釈
の
成
立
を
困
難
な
も
の
と
す
る
。
郡
丞
の
班
位
も
郡
太
守
の
場
合
と
同
様
に
、
十
等
に
分
か
た
れ
て
い
た
と
す
る
解
釈
の
傍
証
と
な

で
あ
ろ
う
か
ら
、

ろ
う
。ち

な
み
に
、
太
子
中
舎
人
か
ら
丹
陽
ヂ
丞
へ
、
丹
陽
ヂ
丞
か
ら
太
子
中
舎
人
に
遷
る
例
が
三
例
ほ
ど
み
え
る
が
（
王
錆
伝
、
粛
子
雲
伝
、

新
子
顕
伝
〉
、

太
子
中
舎
人
｜
丹
陽
ヂ
丞
な
い
し
は
丹
楊
ヂ
丞
｜
太
子
中
舎
人
と
い
う
官
序
は
斉
か
ら
梁
に
か
け
て
官
序
上
ひ
と
つ
の
コ

ー
ス
と
し
て
定
着
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
『
梁
官
官
』
巻
四
十
九
到
抗
伝
に
、
到
抗
に
つ
い
て
、

（
天
監
）
四
年
（
五

O
五
）
、
遷
太
子
中
舎
人
、
：
：
：
其
年
、
遷
丹
陽
デ
丞
、

と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
五
十
二
止
足
に
、
繭
廊
に
つ
い
て
、

天
監
初
、
復
為
太
子
中
舎
人
、
丹
陽
予
丞
、

と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
二
十
三
競
敷
伝
に
、
荷
数
に
つ
い
て
、
天
監
七
年
以
前
の
ζ

と
と
し
て
、

遷
丹
陽
ヂ
丞
、
入
為
太
子
中
舎
人
、

と
あ
る
。
幸
に
し
て
、

と
の
推
測
に
あ
や
ま
り
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、

と
の
ζ

と
も
丹
陽
予
丞
の
班
位
が
流
内
第
八
班
程
度
の
も
の
で
あ

っ
た
と
す
る
小
論
の
推
定
を
助
け
る
も
の
と
な
ろ
う
。

と
と
ろ
で
、
『
陪
書
』
百
官
志
土
、
『
通
典
』
梁
官
品
に
は
、

「
郡
守
及
丞
云
々
」
と
あ
る
の
に
つ
づ
い
て
、

県
に
つ
い
て
も
記
載
が
あ

り
、
「
県
制
七
斑
」
と
あ
る
。
郡
守
、
郡
丞
に
つ
い
て
の
「
十
班
」
を
十
等
に
分
か
た
れ
た
班
位
と
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
七
斑
」
も

県
令
、
県
長
が
一
・
一
律
に
流
第
内
七
班
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
を
困
難
な
も
の
と
し
、
い
き
お
い
こ
の
「
七
班
」
も
、
郡

商
剖
相
の
郡
太
守
の
班
位
と
清
濁

九
七
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太
守
、
部
丞
の
場
合
と
同
様
に
七
等
に
分
か
た
れ
て
い
た
班
位
と
解
す
べ
き
乙
と
と
な
る
う
。
以
下
乙
の
と
と
を
、
郡
丞
の
場
合
と
同
様

の
方
法
で
考
え
て
み
る
と
と
に
す
る
。
な
お
、
宋
斉
時
代
に
あ
っ
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
県
令
と
県
長
と
で
は
も
と
も
と
官
位
が
異
な
っ

て
お
り
、
県
令
は
第
六
品
と
第
七
品
、
県
長
は
第
八
品
に
そ
れ
ぞ
れ
位
置
し
て
い
る
。
（
し
た
が
っ
て
、
県
令
、
県
長
の
場
合
も
と
も
と

（

幻

）

そ
の
宮
位
は
分
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
）
建
康
令
を
例
に
と
ろ
う
。
（
）
は
例
に
よ
っ
て
班
位
で
あ
る
。

ま
ず
、
『
梁
書
』
巻
四
十
一
劉
潜
伝
に
、
劉
潜
に
つ
い
て
、

何
補
（
太
子
）
洗
馬
会
ハ
）
、
遷
（
太
子
）
中
舎
人
（
八
）
、
出
為
戎
昭
将
軍
（
？
）
、
陽
羨
令
（
？
）
、
：
：
：
甚
有
称
績
、
擢
為
建
康
令
、

大
同
三
年
〈
五
三
七
）
、
遷
中
書
郎
（
九
）
、

と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
四
十
一
橋
球
伝
に
、
補
球
に
つ
い
て
、
恐
ら
く
天
監
七
年
以
降
の
と
と
と
し
て
、

遷
太
子
洗
馬
会
ハ
）
、
散
騎
侍
郎
〈
八
）
、
兼
中
書
通
事
舎
人
（
四
）
、
出
為
建
康
令
、
：
：
：
除
北
中
郎
諮
議
参
軍
（
九
）
、
俄
遷
中
書
郎

（
九
）
、
復
兼
中
書
通
事
舎
人
（
四
）
、

と
あ
る
。
右
の
北
中
郎
将
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
人
名
を
か
く
が
、
流
内
第
八
班
た
る
散
騎
侍
郎
に
つ
い
た
の
ち
に
つ
い
て
い
る
ζ

と、

つ
ぎ
に
た
だ
ち
に
流
内
第
九
班
た
る
中
書
侍
郎
に
つ
い
て
い
る
乙
と
か
ら
、
流
内
第
九
班
た
る
皇
弟
皇
子
府
の
諮
議
参
軍
の
ζ

と
と
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
、
『
梁
書
』
巻
四
十
三
油
竣
伝
に
、
出
波
つ
い
て
、
天
監
七
年
以
降
の
と
と
と
し
て
、

歴
山
陰
（
令
）
（
？
）
、
呉
〈
令
）
（
？
）
、
建
康
令
、
並
有
能
名
、
入
為
中
書
郎
（
九
）
、
尚
書
左
丞
〈
九
）
、

と
あ
り
、
『
陳
書
』
巻
二
十
一
張
種
伝
に
、
族
子
稚
才
に
つ
い
て
、
恐
ら
く
陳
時
代
の
と
と
と
し
て
、

仕
為
尚
書
金
部
郎
中
（
五
）
、
選
（
尚
書
）
右
丞
ハ
八
）
、
建
康
令
、
太
舟
卿
（
九
）
、

と
あ
る
。
さ
ら
に
、
さ
き
に
あ
げ
た
『
梁
書
』
繭
子
顕
伝
に
、
蒲
子
顕
に
つ
い
て
、

累
遷
太
子
中
舎
人
（
八
〉
、
建
康
令
、
部
睦
王
友
（
八
）
、
丹
陽
安
丞
（
八
）
、
中
書
郎
（
九
）
、

と
あ
っ
た
。
ま
た
、
『
梁
書
』
巻
四
十
二
伝
岐
俸
に
、
父
調
に
つ
い
て
、
恐
ら
く
天
監
七
年
以
降
の
と
と
と
し
て
、



天
監
中
、
歴
山
陰
（
令
）
（
？
）
、
建
康
令
、
並
有
能
名
、
官
至
標
騎
諮
議
（
参
軍
）
（
九
）
、

と
あ
り
、
岐
自
身
に
つ
い
て
も
、
同
じ
く
天
監
七
年
以
降
の
と
と
と
し
て
、

除
廷
尉
正
（
六
）
、
入
兼
中
書
舎
人
（
四
）
、
：
：
：
出
為
建
康
令
、
坐
一
公
事
免
、

と
あ
る
。
右
の
願
騎
将
軍
府
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
人
名
を
か
く
の
で
判
断
に
苦
し
む
が
、
皇
帝
皇
子
の
府
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

流
内
第
八
斑
の
宮
に
つ
い
た
の
ち
に
建
康
令
と
な
り
、
つ
ぎ
に
流
内
第
九
斑
の
官
に
つ
く
例
が
三
例
（
劉
潜
伝
、
祷
球
伝
、
張
稚
才

伝
）
、
建
康
令
に
つ
い
た
の
ち
に
つ
ぎ
に
流
内
第
九
斑
の
官
に
つ
い
た
例
が
二
例
〈
油
竣
伝
、
停
闘
伝
）
、
読
内
第
八
涯
の
宮
に
挟
ま
れ
る

か
た
ち
で
建
康
令
が
現
わ
れ
る
例
が
一
例
（
蘇
子
顕
伝
）
で
あ
る
。
と
れ
ら
か
ら
、
建
康
令
の
斑
位
ば
流
内
第
八
班
程
度
で
あ
っ
た
と
理

解
し
て
よ
か
ろ
う
。

す
で
に
流
内
第
八
班
程
度
の
班
位
を
も
っ
県
令
が
存
在
し
て
い
る
以
上
、
『
障
室
冨
百
官
志
上
、
『
通
典
』
梁
官
品
に
「
県
制
七
班
」
と

あ
る
「
七
班
」
を
県
令
、
県
長
が
一
律
に
流
内
第
七
斑
の
班
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

と
れ
も
ま
た
、
郡

太
守
、
郡
丞
の
場
合
と
同
様
に
そ
の
「
七
斑
」
を
七
等
に
分
か
た
れ
た
県
令
、
県
長
の
班
位
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

四

郡
太
守
の
清
濁

（イ）

清
官
の
郡
太
守

南
朝
に
あ
っ
て
は
、

次
門
と
後
門
出
身
者
に
は
宮
序
の
う
え
で

「
止
法
」
が
存
在
し
た
。
次
門
出
身
者
は
「
改
革
」
以
斗
間
に
あ
っ
て

は
、
第
五
品
官
（
名
実
と
も
に
第
五
品
官
で
あ
る
も
の
。
以
下
同
じ
）
を
極
官
と
す
べ
き
で
あ
り
、
後
門
出
身
者
は
第
七
品
宮
の
う
ち
の

ニ
晶
勲
位
を
そ
の
極
富
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
「
改
革
」
以
降
に
あ
っ
て
も
、
次
門
出
身
K
つ
い
て
は
「
止
法
」
が
存
在
し
て
い
た
。
次
門

出
身
者
は
そ
の
流
内
十
八
班
制
に
お
い
て
、
流
内
第
十
一
斑
の
官
を
極
官
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
改
革
」
以
前
に
あ
っ

南
朝
の
郡
太
守
の
斑
位
と
清
濁

九
九
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濁
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て
は
甲
族
出
身
者
の
み
が
つ
く
べ
き
第
四
品
以
上
の
宮
は
全
て
清
宮
か
ら
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

ハ岨忽

じ
く
甲
族
出
身
者
の
み
が
つ
く
べ
き
流
内
第
十
二
班
以
上
に
位
置
す
る
官
は
全
て
清
宮
か
ら
な
る
と
い
う
ζ

と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、

「
改
革
」
以
降
に
あ
っ
て
は
、

同

前
節
ま
で
で
み
た
第
三
品
以
上
、
流
内
第
十
二
班
以
上
に
位
置
す
る
郡
太
守
は
自
か
ら
清
官
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
き
に
み
た
よ
う

に
宋
斉
時
代
、
会
稽
太
守
、
呉
郡
太
守
は
そ
の
実
質
的
官
位
を
第
三
品
以
上
に
上
昇
さ
せ
て
い
た
。
幸
い
、
こ
の
会
稽
太
守
、
呉
郡
太
守

に
つ
い
て
は
、
と
れ
ら
が
清
宮
で
あ
っ
た
乙
と
を
明
示
す
る
史
料
が
存
在
す
る
。

『
宋
書
』
巻
五
十
一
宗
室
に
、
劉
思
考
に
つ
い
て
、

歴
朝
官
、
極
清
顕
、
為
抽
隊
章
、
会
稽
太
守
、
：
：
：
泰
始
元
年
（
四
六
六
）
、
卒
於
散
騎
常
侍
、
金
紫
光
禄
大
夫
、

と
あ
る
。
右
の
「
清
顕
」
と
い
う
の
は
甲
族
の
つ
く
べ
き
鮮
や
か
な
官
と
い
う
意
味
で
、
も
ち
ろ
ん
清
宮
を
意
味
す
鵠
こ
れ
は
宋
時
代
、

会
稽
太
守
が
清
官
と
さ
れ
て
い
た
と
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
南
史
』
巻
三
十
一
の
伝
論
に
、

・
張
裕
（
張
茂
度
の
ζ

と
）
有
宋
之
初
、
早
参
覇
権
、
出
入
所
歴
、
実
非
清
顕
、

と
あ
る
。
「
清
顕
」

に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
。
右
は
張
茂
度
が
宋
王
朝
の
創
設
に
あ
た
っ
て
功
績
が
あ
り
、
宋
王
朝
創
設
後
そ
の
つ

い
た
宮
が
全
て
清
宮
で
あ
っ
た
と
と
を
示
し
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
茂
度
は
（
宋
王
朝
創
設
後
の
）
元
嘉
十
八
年
（
四
四
一
〉
に
会
稽
太

守
に
つ
い
て
い
る
（
『
宋
警
』
張
茂
度
伝
）
。
と
れ
も
宋
時
代
、
会
稽
太
守
が
清
宮
で
あ
っ
た
と
と
を
示
し
て
い
る
。

ζ

れ
は
斉
時
代
に
あ

っ
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
『
宋
書
』
張
茂
度
伝
を
み
る
と
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、

茂
度
間
郡
陸
仲
元
者
、
晋
太
尉
玩
曾
孫
也
、
以
事
用
見
知
、
歴
清
資
、
吏
部
郎
、
右
衛
将
軍
、
侍
中
、
呉
郡
太
守
、
自
玩
泊
仲
元
四
世

為
侍
中
、
時
入
方
之
金
、
張
二
族
、

と
あ
る
。

ζ
ζ

に
「
清
資
」
と
い
う
言
葉
が
み
え
る
が
、
こ
の
際
の
「
清
資
」
と
い
う
の
は
清
宮
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
忍
官
位
序
列
と
い

（

ω）
 

っ
た
意
味
と
さ
れ
る
。
尚
書
吏
部
郎
、
侍
中
が
清
官
で
あ
っ
た
ζ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
右
衛
将
軍
も
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
宋
斉
時



代
、
そ
の
実
質
的
官
位
は
第
三
品
官
に
相
当
し
て
い
る
か
ら
清
宮
で
あ
る
。
と
れ
は
宋
時
代
、
呉
郡
太
守
が
清
宮
と
さ
れ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
な
お
、
陸
仲
元
の
属
す
る
家
は
回
世
連
続
し
て
侍
中
就
官
者
を
出
し
た
と
い
う
か
ら
、
そ
の
家
格
は
甲
族
の
そ
れ
と
し
て
差
し

支
え
な
か
ろ
う
。
つ
ぎ
に
、
『
南
斉
書
』
巻
二
十
三
椿
淵
伝
に
、
弟
澄
に
つ
い
て
、

歴
官
清
顕
、
：
：
：
建
元
中
、
為
呉
郡
太
守
、

と
あ
る
。
建
元
は
斉
の
年
号
で
あ
る
。

「
清
顕
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
。
澄
の
起
家
官
は
不
明
で
あ
る
が
、
彼
の
父
滋
之
は
宋
の

高
視
の
第
七
女
に
尚
し
て
著
作
佐
郎
に
起
家
し
、

澄
自
身
も
宋
の
文
帝
の
女
に
尚
し
て
お
り
、 の

ち
に
尚
喜
左
僕
射
（
第
三
品
宮
）
な
ど
に
つ
い
て
い
る
（
『
宋
書
』
巻
五
十
二
緒
叔

見
淵
は
著
作
佐
郎
に
起
家
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
澄
の
家
格
は
甲
族
の
そ
れ
と
し

て
ま
ち
が
い
な
い
。
以
上
よ
り
宋
斉
時
代
、
呉
郡
太
守
が
清
宮
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
う
す
忍
と
宋
斉
時
代
、
会
稽
太

守
、
呉
郡
太
守
な
ど
と
同
様
に
そ
の
実
質
的
官
位
を
第
三
品
以
上
に
上
昇
さ
せ
て
い
た
呉
興
太
守
、
そ
し
て
名
実
と
も
に
第
三
品
宮
と
し

て
の
実
質
を
も
っ
て
い
た
丹
陽
予
も
、
直
接
的
明
証
を
か
く
が
、
清
宮
と
さ
れ
て
い
た
と
想
定
し
て
も
あ
や
ま
り
な
か
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、

度
伝
）
。

天
監
七
年
の
流
内
十
八
班
制
施
行
以
降
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

『
南
史
』
巻
二
十
六
裳
憲
伝
を
み
る
と
、
裳
憲
に
つ
い
て
、

陳
時
代
の
こ
と
と
し
て
、

自
侍
中
遷
呉
郡
太
守
、
：
：
：
憲
以
久
居
清
顕
、
累
表
求
解
任
、

と
あ
る
。
乙
れ
は
天
監
七
年
以
降
に
あ
っ
て
も
宋
斉
時
代
と
同
様
に
呉
郡
太
守
が
清
官
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
名
。
な
お
、
憲

そ
の
家
格
は
も
と
よ
り
甲
族
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
陳
書
』

は
秘
書
郎
に
起
家
し
て
お
り
ハ
『
陳
害
』
巻
二
十
四
家
憲
伝
）
、

巻
十
七
の
史
臣
の
条
に
、

王
沖
以
貴
瀞
早
弁
清
貫
、

と
あ
る
。
「
清
貫
」
と
い
う
の
は
滑
な
名
官
位
と
い
っ
た
意
味
で
、

ハむ）

も
ち
ろ
ん
清
宮
の
官
位
の
と
と
で
あ
る
。
主
一
沖
は
秘
書
郎
に
起
家
し

て
お
り
ハ
『
陳
書
』
巻
十
七
王
沖
伝
）
、

そ
の
家
格
は
も
と
よ
り
甲
族
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
乙
の
「
早
弁
清
貫
」
と
い
う
の
は
沖
の
全

南
朝
の
郡
太
守
の
斑
位
と
清
濁

。



南
朝
の
郡
太
守
の
班
位
＆
清
濁

。

官
序
を
通
じ
て
の
と
と
と
さ
れ
よ
う
。
沖
は
梁
の
大
同
三
年
（
五
三
七
）
以
降
の
或
る
時
期
に
呉
郡
太
守
に
つ
い
て
い
る
。
か
く
て
、

ζ 

れ
も
「
改
革
」
以
降
に
あ
っ
て
も
、
呉
郡
太
守
が
清
官
で
あ
っ
た
と
と
を
示
し
た
も
の
と
な
る
。

呉
郡
太
守
が
宋
斉
以
来
の
高
い
官
位
を
天
監
七
年
以
降
も
保
持
し
て
お
り
、
流
内
第
十
二
班
以
上
の
班
位
を
得
て
い
た
と
と
に
つ
い
て

は
す
で
に
述
べ
た
。
と
の
と
と
は
自
ら
流
内
十
二
班
以
上
の
斑
位
を
も
っ
郡
太
守
が
「
改
革
」
以
降
に
あ
っ
て
も
清
官
と
さ
れ
て
い
た
と

と
を
察
せ
し
め
る
。
そ
う
し
た
郡
太
守
と
し
て
、
呉
郡
太
守
の
ほ
か
に
会
稽
太
守
、
呉
輿
太
守
、
そ
し
て
丹
陽
予
が
あ
っ
た
と
し
て
間
違

い
な
か
ろ
う
。

さ
ら
に
、

つ
ぎ
に
、
会
稽
太
守
、
呉
郡
太
守
な
ど
の
よ
う
に
宋
斉
時
代
に
あ
っ
て
は
第
三
品
以
上
、

以
上
の
宮
位
は
も
ち
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
清
宮
と
さ
れ
た
郡
太
守
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
。

ま
ず
、
さ
き
に
あ
げ
た
『
宋
書
』
宗
室
に
み
え
る
劉
思
考
の
記
事
か
ち
り
、
渡
章
太
守
が
宋
時
代
清
官
と
さ
れ
て
い
た
と
と
が
わ
か
る
。

と
れ
も
さ
き
に
あ
げ
た
『
宋
書
』
張
茂
度
伝
に
よ
れ
ば
、
茂
度
は
宋
王
朝
創
設
の
の
ち
、
き
き
に
み
た
会
稽
太
守
の
ほ
か
に
義

義
興
太
守
も
宋
時
代
清
宮
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
『
宋
書
』
巻
四
十
二
王
弘
伝

「
改
革
」
以
降
に
あ
っ
て
は
流
内
第
十
二
班

興
太
守
に
つ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

に
、
王
弘
の
子
錫
に
つ
い
て
、

少
以
宰
相
子
、
起
家
員
外
散
務
（
侍
郎
）
、
鹿
清
職
、
中
書
郎
、
太
子
左
衛
率
、
江
夏
内
史
、

と
あ
る
。
右
の
「
清
職
」
は
清
宮
と
同
様
の
意
味
で
あ
る
0

・
申
書
侍
郎
、
太
子
左
衛
率
は
何
れ
も
清
宮
で
あ
る
。
な
お
、
王
弘
の
家
ば
南

朝
第
一
の
名
家
で
あ
る
浪
邪
の
王
氏
に
属
し
、
し
か
も
そ
の
主
流
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
員
外
散
騎
侍
郎
に
起
家
し
た
そ
の
子
錫
の

家
柊
は
も
と
よ
り
申
族
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
可
梁
書
』
巻
二
十
劉
季
連
伝
花
、
劉
季
速
に
つ
い
て
、

季
連
有
名
誉
、
早
歴
清
宮
、
：
：
：
建
元
中
、
季
連
為
尚
書
左
丞
、
永
明
初
、
出
為
江
夏
内
史
、

と
あ
る
。
季
連
は
さ
き
の
思
考
の
子
で
あ
る
。
建
元
、
永
明
は
何
れ
も
斉
時
代
の
年
号
で
あ
る
。
以
上
あ
げ
た
二
例
か
ら
、
宋
斉
時
代
江

夏
〈
内
史
〉
太
守
が
清
官
と
さ
れ
て
い
た
と
と
が
分
か
る
。
つ
ぎ
に
、
『
南
斉
審
』
巻
三
十
八
繭
景
先
伝
に
、
競
景
先
の
子
毅
に
つ
い
て
、



以
勲
威
子
、
少
歴
清
官
、
太
子
舎
人
、
（
太
子
）
洗
馬
、
陪
王
友
、
永
嘉
太
守
、
大
司
馬
諮
議
参
軍
、
南
康
太
守
、

と
あ
る
。
太
子
舎
人
、
太
子
洗
馬
は
何
れ
も
清
官
で
あ
る
。
こ
れ
は
斉
時
代
、
永
嘉
太
守
、
南
康
太
守
が
何
れ
も
清
宮
と
さ
れ
て
い
た
と

と
を
示
し
て
い
る
。
乙
れ
は
宋
時
代
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、

さ
き
に
み
た
稼
章
太
守
、
義
興
太
守
は
斉
時
代
に
あ
っ
て
も

必
ず
や
清
宮
と
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

と
と
ろ
で
、

こ
と
で
『
宋
害
』
巻
七
十
五
王
僧
達
伝
を
み
る
と
、

兄
錫
罷
臨
海
郡
還
、

と
あ
る
。
と
ζ

に
王
錫
が
臨
海
郡
の
太
守
に
な
っ
た
と
と
が
示
さ
れ
て
い
忍
。
と
の
王
錫
は
さ
き
に
王
弘
伝
で
み
た
王
錫
と
同
一
人
物
で

あ
る
。
（
つ
ま
り
、
王
僧
達
は
王
弘
の
子
で
錫
の
弟
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
。
）
王
弘
伝
で
は
錫
が
臨
海
太
守
に
つ
い
た
と
と
は
省
略
さ
れ

て
い
る
が
、
錫
に
つ
い
て
「
歴
清
職
」
と
あ
る
の
は
錫
の
全
官
序
を
通
じ
て
の
と
と
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、
宋
時
代
臨
海
太
守
も
滑

官
と
さ
れ
て
い
た
と
し
て
あ
や
ま
り
な
か
ろ
う
。

ζ

れ
は
斉
時
代
に
あ
っ
て
も
必
ず
や
そ
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
改
革
」
以
降
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
さ
き
に
み
た
『
陳
書
』
王
沖
伝
に
よ
れ
ば
、
沖
は
呉
郡
太
守
の
ほ
か
に
永
嘉
太
守
に

つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
「
改
革
」
以
降
に
あ
っ
て
も
、
宋
斉
時
代
と
同
様
に
依
然
と
し
て
永
嘉
太
守
が
清
官
と
さ
れ
て
い
た
と
と
を
示
し

つ
ぎ
に
、

て
い
る
。
そ
し
て
恐
ら
く
、
橡
章
太
守
、
義
輿
太
守
、
江
夏
太
守
、
南
康
太
守
そ
し
て
臨
海
太
守
に
つ
い
て
も
同
様
の
と
と
を
想
定
し
て

も
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。

（ロ）

濁
官
の
郡
太
守

明
確
に
清
官
と
さ
れ
る
郡
太
守
が
存
在
す
る
一
方
、
明
確
に
濁
官
と
さ
れ
る
郡
太
守
も
ま
た
存
在
す
る
。

『
南
斉
書
一
』
巻
三
十
二
王
混
伝
に
、

時
王
倹
為
宰
柏
、
属
現
用
東
海
郡
迎
吏
、
現
謂
信
人
目
、
語
郎
、
一
ニ
台
五
省
、
品
百
是
郎
用
人
、
外
方
小
郡
、
当
乞
寒
践
、
省
官
何
容
復

商
朝
の
郡
太
守
の
班
位
と
清
濁

。



南
朝
の
郡
太
守
の
班
位
と
湾
海

一O
問

議
之
、
．
遂
不
過
其
事
、

と
あ
る
。
右
の
王
倹
と
王
現
の
聞
で
郡
太
守
の
人
事
を
め
ぐ
っ
て
の
や
り
と
り
が
起
と
っ
た
の
は
斉
の
建
元
元
年
（
四
七
九
）
か
ら
同
四

年
ま
で
の
聞
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
現
は
本
州
大
中
正
で
あ
り
、
東
海
郡
は
業
州
に
属
し
て
い
た
。
現
は
そ
の
本
質
を
南
浪
邪
郡
臨
折
県

に
か
け
て
い
た
。
当
時
南
浪
邪
郡
（
そ
の
属
県
に
臨
冴
県
を
ふ
く
む
）
は
南
徐
州
に
属
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
現
は
当
時
南
徐
州
大

中
正
で
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
当
時
倹
は
尚
幸
一
日
僕
射
か
あ
る
い
は
右
僕
射
で
吏
部
尚
書
を
兼
ね
て
い
た
。
そ
れ
を
宰
相
と
い
っ
て
い

る
の
は
の
ち
の
時
期
の
投
影
で
あ
忍
。
し
た
が
っ
て
、
と
の
『
南
斉
書
』
王
現
伝
の
記
事
は
、
吏
部
尚
書
と
し
て
直
接
宮
人
の
人
事
を
行

な
っ
て
い
る
検
が
、
費
州
の
東
海
郡
の
太
守
に
、
当
時
三
台
五
省
の
官
人
で
か
つ
て
迎
吏
で
あ
っ
た
某
を
任
命
し
よ
う
と
し
た
が
、

そ
の

も
の
の
本
貫
が
南
徐
州
に
あ
っ
た
の
で
、
南
徐
州
大
中
正
た
る
現
に
資
籍
（
家
格
〉
面
か
ら
み
て
そ
れ
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
承
認
を
頼

ん
だ
。
そ
れ
に
た
い
し
て
混
ば
、
外
方
の
小
郡
は
寒
践
に
あ
た
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
あ
た
え
る
べ
き
で
な
い
、
と
し

〈
招
〉

て
倹
の
依
頼
を
握
り
潰
し
た
と
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

と
と
ろ
で
、
右
に
み
え
る
迎
吏
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
南
徐
州
の
迎
吏
と
す
べ
き
で
あ
る
。
刺
史
が
初
め
て
任
地
に
臨
む
と
き

州
大
中
正
が
州
内
の
才
業
の
高
い
も
の
を
選
ん
で
主
簿
を
兼
ね
さ
せ
、
刺
史
を
迎
え
る
と
い
っ
た
ζ

と
が
あ
り
、
郷
党
が
あ
げ
て
迎
西
曹

と
し
た
も
の
も
そ
の
よ
う
な
任
務
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
い
っ
た
際
、
次
円
程
度
の
家
格
を
も
つ
も
の
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
る

も
の
と
さ
れ
よ
う
。
と
と
ろ
で
、
右
の
王
麗
伝
に
よ
れ
ば
、

そ
う
し
た
迎
吏
が
寒
賎
以
外
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
家
格
の
面
か
ら
い
う

〈
お
〉

と
、
寒
践
と
い
う
の
は
次
円
以
下
の
も
の
を
さ
す
。
甲
族
の
も
の
を
寒
践
と
い
う
ζ

と
は
な
い
。
と
と
で
『
南
史
』
巻
六
十
徐
勉
伝
を
み

る
と
、

と
あ
る
。

旧
場
徐
首
迎
主
簿
、
尽
遷
国
華
、
中
正
取
勉
子
巌
、
充
南
徐
選
首
、

と
こ
に
揖
州
と
南
徐
州
の
場
合
は
、
そ
の
首
迎
主
簿
H
H
迎
吏
に
は
こ
と
ご
と
く
「
国
華
」
を
取
る
も
の
で
あ
っ
た
と
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。
「
国
華
」

と
い
う
の
秘
書
郎
に
起
家
す
る
よ
う
な
第
一
流
の
甲
族
を
さ
す
。
王
理
伝
に
見
え
る
東
海
郡
の
太
守
に
あ
て
ら
れ



ょ
う
と
し
た
か
つ
て
迎
更
で
あ
っ
た
某
は
、

必
ず
や
南
徐
州
の
首
迎
主
簿
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
、

斉
時
代
翼
州
の

東
海
郡
の
太
守
が
も
っ
ぱ
ら
寒
践
の
も
の
が
つ
く
べ
き
郡
太
守
と
さ
れ
た
と
と
、
換
言
す
れ
ば
濁
官
と
さ
れ
て
い
た
ζ

と
が
理
解
さ
れ
よ

・っ。

こ
と
で
『
宋
書
』
巻
五
十
二
謝
景
仁
伝
を
み
る
と
、
謝
景
仁
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
東
晋
末
の
ζ

と
で
は
あ
る
が
‘

又
遷
吏
部
尚
書
、
坐
選
吏
部
令
史
邪
安
泰
為
都
令
史
、
平
原
太
守
、
二
官
共
除
、
安
泰
以
令
史
職
拝
局
陵
廟
、
為
御
史
中
丞
鄭
鮮
之
所

さ

G
に、

糾
、
白
衣
領
職
、

と
あ
る
。
令
史
は
後
門
出
身
者
の
つ
く
代
表
的
な
官
、

つ
ま
り
勲
位
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
安
泰
の
家
格
は
後
門
と
し
て
の
そ
れ
で
あ

あ
る
が
、

っ
た
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
景
仁
は
安
泰
を
同
じ
く
後
門
出
身
者
の
つ
く
べ
き
都
令
史
に
つ
け
、
同
時
に
平
原
太
守
に
つ
け
た
わ
け
で

ζ

の
人
事
は
景
一
仁
に
と
っ
て
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
都
令
史
と
平
原
太
守
が
同
等
の
官
位
を
も
っ
て
い
た
が
ゆ
え
に
と
う

し
た
人
事
を
行
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
い
か
。
幸
に
し
て
、

こ
の
推
測
に
あ
や
ま
り
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
東
晋
時
代
、

ひ
い
て
は

南
朝
を
通
じ
て
平
原
太
守
も
濁
官
の
郡
太
守
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
と
と
に
な
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
『
宋
書
』
宗
室
、
長
沙
景
王
道
憐
の
頃
に
、

と
あ
る
。
と
れ
は
具
体
的
な
郡
名
を
か
く
が
、

元
嘉
時
、
准
西
江
北
長
吏
、
悉
叙
労
人
武
夫
、
多
無
政
術
、
雄
A
口
醐
庸
之
典
、
未
免
擾
民
之
患
、
又
不
可
以
不
慎
也
。

こ
う
し
た
「
労
人
武
夫
」
の
任
ぜ
ら
れ
る
准
西
、
江
北
の
郡
の
太
守
は
必
ず
や
濁
官
と
目

さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、

乙
れ
も
具
体
的
郡
名
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
『
宋
書
』
巻
八
十
一
劉
秀
之
伝
に
、

梁
、
益
二
州
土
境
豊
富
、
前
後
刺
史
、
葉
不
営
来
蓄
、
多
者
致
万
金
、
所
措
賓
僚
、
並
京
色
貧
士
、
出
為
郡
県
、
皆
以
荷
得
自
資
、

と
あ
る
。
と
う
し
た
「
京
巴
貧
士
」
が
多
く
つ
い
た
と
い
う
梁
州
、
益
州
に
属
す
る
郡
の
太
守
も
濁
官
と
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
も
あ
や

ま
り
な
か
ろ
う
。

な
お
郡
丞
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

丹
陽
晋
ノ
丞
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
清
官
と
さ
れ
て
い
た
と
と
を
察
せ
し
め
る
史
料
が
存
在
す
る
。
『
陳

南
朝
の
郡
太
守
の
班
位
と
清
濁

一O
五



南
朝
の
郡
太
守
の
班
位
と
清
濁

一O
六

書
』
巻
三
十
二
謝
貞
伝
に
、
陳
時
代
謝
貞
は
そ
の
死
に
あ
た
り
、
族
子
凱
に
遺
疎
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
、

吾
少
擢
酷
罰
、
十
四
傾
外
陰
、
十
六
鐘
太
清
之
禍
、
流
離
絶
園
、
二
十
余
載
、
号
天
蹄
地
、
遂
同
有
感
、
得
還
侍
奉
、
守
先
人
墳
墓
、

於
吾
之
分
足
失
、
不
悟
朝
廷
採
拾
空
薄
、
累
致
清
階
、
縦
其
碩
絶
、
無
所
酬
報
、

と
あ
る
。
右
に
「
清
階
」
と
い
う
言
が
み
え
る
が
、
官
に
関
す
る
「
階
」
と
い
う
語
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
そ
の
一
は
官
の
等
級
と

（

M〉

い
っ
た
意
味
で
あ
り
、
そ
の
二
は
宮
序
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
と
の
「
清
階
」
と
い
う
の
は
清
官
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

（

お

）

る
も
の
、
と
い
う
ζ

と
に
な
る
。
貞
が
「
累
致
清
階
」
し
た
と
い
う
の
は
そ
の
全
官
序
を
通
じ
て
の
ζ

と
と
さ
れ
よ
う
。
貞
は
そ
の
官
途

の
中
途
で
丹
陽
予
丞
に
つ
い
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、

乙
れ
は
丹
陽
罪
丞
が
陳
時
代
清
官
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
な
る
。

と
れ
は
南
朝
を
通
じ
て
の
と
と
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
な
お
、
貞
は
東
晋
の
太
停
安
の
九
世
の
孫
に
あ
た
り
、
祖
父
の
経
は
恐
ら
く
梁
の
著

作
佐
郎
に
起
家
し
て
お
り
、

そ
の
従
員
は
甲
族
王
錆
で
あ
る
。
貞
の
家
格
は
甲
族
と
し
て
の
そ
れ
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

（
県
令
、
県
長
に

つ
い
て
は
、

そ
れ
と
清
濁
の
関
係
を
明
示
す
る
史
料
は
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
）

む
す
び
に
か
え
て

「
改
革
」
以
降
太
子
倉
事
、

郡
太
守
が
具
体
的
に
存
在
し
て
い
た
ζ

と
な
ど
か
ら
、
郡
太
守
の
斑
位
に
つ
い
て
の
厳
氏
の
見
解
に
妥
当
性
が
存
在
す
る
と
と
、
郡
太
守

宋
斉
時
代
に
す
で
に
郡
太
守
の
官
位
に
分
化
が
生
じ
て
い
た
こ
と
、

列
歯
固
尚
書
に
相
当
す
る
斑
位
を
も
っ

は
決
し
て
六
朝
宮
制
の
特
色
を
示
す
官
の
清
濁
と
い
う
と
と
と
無
関
係
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

郡
太
守
に
も
清
官
、
濁
官
の
区
別
が

存
在
し
て
い
た
と
と
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
。

と
ζ

ろ
で
、
『
障
害
』
食
貨
志
、
『
通
典
』
禄
秩
に
は
、
ま
た
「
丹
陽
呉
郡
会
稽
郡
同
太
子
倉
事
事
尚
書
班
、
云
々
」
と
あ
る
記
載
と
同

一
の
文
脈
上
に
「
揖
徐
等
大
州
比
令
僕
班
、
寧
桂
等
小
州
比
参
軍
」
と
あ
っ
て
、
揖
州
刺
史
、
南
徐
州
刺
史
が
尚
書
令
、
尚
書
僕
射
の
班



に
、
寧
州
刺
史
、
桂
州
刺
史
が
参
軍
の
班
に
比
さ
れ
る
と
と
が
示
き
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
州
刺
史
に
つ
い
て
も
各
州
刺
史
が
一
律

に
同
一
の
班
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
班
位
を
も
ち
、
流
内
等
十
六
班
（
尚
書
令
）
を
最
高
と
し
、

流
外
第
三
斑
（
参
軍
の
最
低
は
庶
姓
府
の
長
兼
参
軍
で
あ
る
〉
を
最
低
と
す
る
と
い
う
と
と
に
な
ろ
う
。
（
た
だ
し
、
寧
州
、
桂
州
等
の

刺
史
の
斑
位
を
流
外
の
参
軍
と
間
程
度
の
も
の
と
す
る
の
は
、
郡
太
守
の
最
低
の
班
位
で
あ
る
流
内
第
三
班
に
比
し
て
も
著
る
し
く
低
い

の
で
、
郡
太
守
の
場
合
と
閉
じ
様
に
流
内
に
位
置
す
る
参
寧
の
班
位
に
比
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
）

ま
た
、
州
刺
史
と
清
官
、
濁
官
と
の
関
連
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
少
く
な
く
と
も
「
改
革
」
以
降
に
あ
っ
て
は
、
尚
書
令
、
尚
書
僕
射

の
班
位
に
比
さ
れ
た
と
い
う
揚
州
、
南
徐
州
の
刺
史
が
清
官
と
さ
れ
て
い
た
と
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
「
改
革
」
よ

り
も
前
に
あ
っ
て
も
必
ず
や
そ
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

註

（1
）
厳
耕
望
氏
、
『
中
園
地
方
行
政
制
度
史
』
上
編
同
一
九
六
三
年
二
二
六

t
二
二
九
頁
。

〈

2
）
中
村
圭
爾
氏
、
『
六
朝
貴
族
制
研
究
』
一
九
八
七
年
第
二
編
第
三
章
「
九
品
官
制
に
お
け
る
官
歴
」
。

（3
〉
『
通
奥
』
で
は
巻
三
十
五
職
官
十
七
禄
秩
に
同
様
の
記
述
が
み
え
る
。

ハ
4
）
越
智
重
明
氏
、
『
貌
晋
南
朝
の
貴
族
制
』
一
九
八
二
年
第
五
章
「
制
度
的
身
分
H
族
同
制
を
め
ぐ
っ
て
」
。
甲
族
、
次
門
、
後
門
と
い
う
呼
称
は

右
の
著
書
に
よ
る
。

（5
）
南
朝
に
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
富
が
清
宮
と
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
官
が
濁
官
と
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
乙
と
に
つ
い
て
は
、
宮

崎
市
定
氏
、
『
九
品
｛
白
人
法
の
研
究
』
一
九
五
八
年
第
二
編
第
三
章
四
「
清
要
官
の
発
達
」
及
び
第
二
編
第
三
章
九
「
勲
位
制
の
成
立
」
、
越
智

重
明
氏
、
「
南
朝
の
清
官
と
濁
官
」
（
『
史
淵
』
九
十
八
輯
）
、
上
回
早
苗
氏
、
「
貴
族
的
官
制
の
成
立

l
l清
官
の
由
来
と
そ
の
性
格
」
（
『
中
国
中
世

史
研
究
』
一
九
七
O
年
円
前
拐
、
「
九
回
国
官
制
に
お
け
る
宮
歴
」
、
周
一
良
氏
、
「
南
斉
書
丘
霊
鞠
伝
試
釈
兼
論
南
朝
文
武
官
位
及
清
濁
」
（
『
貌
晋
南

北
朝
史
論
集
』
一
九
六
三
年
）
、
拙
稿
、
「
南
朝
の
官
位
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
（
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
十
六
号
）
・
「
南
朝
の
官
位
と
家
格
を
め
ぐ

る
諸
問
題
」
（
『
史
淵
』
一
二
六
輯
）
を
参
照
。

（6
）
宮
崎
市
定
氏
は
地
方
官
は
清
濁
と
無
関
係
で
あ
る
と
し
て
郡
太
守
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
（
前
掲
、
『
九
品
宮
人
法
の
研
究
』
第
二
編
第
二
章
七

「
官
僚
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
内
部
構
造
」
一
一
一
八
l
一
二
九
頁
）
。

南
朝
の
郡
太
守
の
斑
位
と
清
濁

一O
七



南
朝
の
郡
太
守
の
班
位
と
清
濁

一O八

（
7
〉
吋
宋
書
』
巻
四
十
百
官
志
下
及
び
『
通
典
』
巻
三
十
七
宋
宮
品
。

（
8
）
第
二
編
第
三
章
因
。

（
9
）
前
掲
、
「
九
品
官
制
に
お
け
る
官
歴
、
小
論
を
編
む
に
あ
た
っ
て
種
一
々
益
を
受
け
た
。

（
刊
〉
前
掲
、
「
南
朝
の
宮
伎
と
家
格
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
。

（
日
）
前
掲
、
「
南
朝
の
官
位
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
。

（
ロ
）
例
え
ば
少
府
の
官
位
は
第
五
品
の
黄
門
侍
郎
の
下
位
に
あ
る
。
（
前
掲
、
「
前
朝
の
官
位
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
〉
。

〈
日
）
前
掲
、
「
南
朝
の
官
位
と
家
格
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
。

（
H
〉
『
梁
書
』
巻
二
十
三
衡
陽
溺
王
元
筒
伝
に
み
え
る
粛
一
見
簡
の
官
序
ば
例
外
的
な
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。

（
日
）
中
華
書
局
版
『
宋
書
』
に
よ
り
改
訂

（
四
）
こ
の
際
は
金
紫
光
禄
大
夫
と
呉
郡
太
守
を
併
せ
も
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
小
捻
の
論
旨
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な

、。
（
げ
〉
越
智
氏
、
「
王
僧
度
の
戒
子
書
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
東
方
学
』
六
十
三
緯
）
。

（
時
）
前
掲
、
「
九
品
官
制
に
お
け
る
官
歴
」
。

（
叩
）
『
階
書
』
巻
二
十
六
百
官
志
上
、
『
通
典
』
巻
三
十
七
職
官
十
九
梁
官
品
に
み
え
る
班
位
に
よ
る
。

（
加
）
周
知
の
よ
う
に
「
改
革
」
に
あ
た
り
、
武
官
は
文
官
と
は
別
に
流
内
二
十
四
班
制
が
施
行
さ
れ
、
文
官
の
流
内
十
八
班
制
と
は
別
体
系
と
さ
れ
て

い
る
。
と
の
流
内
十
八
斑
制
と
流
内
二
十
四
斑
制
と
は
没
交
渉
で
は
な
く
、
軍
号
の
な
か
に
は
流
内
十
八
班
の
な
か
の
何
れ
か
の
宮
に
比
擬
さ
れ
る

も
の
も
あ
る
。
（
越
智
氏
、
「
梁
陳
時
代
の
甲
族
起
家
の
宮
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
史
淵
』
九
十
七
輯
〉
。
小
論
で
と
り
あ
げ
た
軍
号
に
つ
い
て
は
遺
憾
な

が
ら
、
そ
う
し
た
と
と
が
不
明
で
あ
る
。
こ
の
例
も
ふ
く
め
て
以
下
で
班
位
を
（
？
〉
と
し
た
の
は
そ
う
し
た
意
味
か
ら
で
あ
る
。

（
幻
〉
『
梁
書
』
巻
二
十
ニ
太
祖
五
王
。

（
辺
）
宋
斉
待
代
の
建
安
太
守
の
官
位
は
ほ
ぼ
官
品
表
通
り
の
第
五
品
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

『
荷
斉
書
』
巻
四
十
三
王
思
遼
伝
に
、

（
王
）
恩
遠
求
出
為
遠
郡
、
除
建
安
内
史
、
：
・
：
・
除
中
書
郎
、
大
司
馬
諮
議
、

と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
五
十
一
侭
胤
伝
に
、
何
胤
に
つ
い
て
、

起
家
斉
秘
書
郎
、
選
太
子
会
人
、
出
為
建
安
太
守
、
為
政
有
恩
信
、
民
不
忍
欺
1

：
：
：
入
為
尚
書
三
公
郎
、
不
拝
、
選
司
徒
主
簿
、
：
：
：
累
選
中



書
郊
、

と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
二
十
一
江
祷
伝
に
、
江
講
に
つ
い
て
、

除
太
子
抗
馬
、
累
選
司
徒
左
西
属
、
太
子
会
人
、
秘
書
丞
、
出
為
建
安
内
史
、
視
事
春
月
、
：
：
：
及
建
康
城
平
、
祷
坐
禁
鋼
、

と
あ
り
、
『
掛
審
』
巻
五
十
二
陶
季
直
伝
に
、
陶
季
直
に
つ
い
て
、

（
斉
）
明
帝
既
見
、
便
留
之
、
以
為
媒
騎
諮
議
参
軍
、
兼
尚
書
左
丞
、
の
遷
建
安
太
守
、
政
尚
清
静
、
百
娃
便
之
、
還
為
中
審
侍
郎
、

と
あ
る
。

ζ

れ
ら
か
ら
、
宋
斉
時
代
の
建
安
太
守
の
官
位
は
中
審
侍
郎
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
お
）
『
梁
室
亘
巻
二
九
宗
室
高
祖
三
王
。

（
川
内
）
司
梁
書
』
巻
八
哀
太
子
伝
。

（
お
〉
『
梁
書
』
巻
五
元
帝
本
紀
。

（
お
）
王
僧
弁
は
司
徒
か
ら
太
尉
に
遷
っ
て
い
る
。
（
『
梁
世
一
回
』
巻
四
十
五
王
僧
弁
伝
）
。

（
幻
〉
山
陰
令
が
宋
斉
時
代
第
六
品
の
県
令
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
悩
が
あ
る
。
〈
前
掲
、
「
勲
位
制
の
成
立
」
）
。
小
論
で
と
り
あ
げ
る
建

康
令
も
恐
ら
く
そ
の
程
度
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
第
七
品
（
以
下
）
の
県
令
と
し
て
は
、
『
宋
書
』
巻
八
十
四
郵
碗
伝
に
、
晋
安
王
の
乱
後
の
論

功
行
賞
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
、

詔
目
、
：
：
：
永
新
令
応
生
、
：
：
：
可
贈
奉
朝
請
、

と
あ
る
。
後
門
出
身
者
が
何
ら
か
の
事
情
で
勲
位
を
脱
し
て
、
次
門
の
つ
く
べ
き
官
に
つ
く
と
と
が
あ
る
が
、
そ
の
最
初
の
官
が
奉
朝
請
で
あ
る
．

（
前
掲
、
「
九
品
宮
制
に
お
け
る
官
歴
」
〉
。
ぞ
う
す
る
と
、
右
の
永
新
令
は
第
七
口
間
以
下
の
し
か
も
勲
位
と
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

（
お
）
前
掲
1

「
制
度
的
身
分
H
族
問
制
を
め
ぐ
っ
て
」
。

（
却
）
前
掲
、
「
南
朝
の
清
官
と
溺
官
」
。

（
却
）
前
掲
、
「
南
朝
の
清
官
と
濁
官
」
。

資
に
つ
い
て
は
中
村
氏
、
「
初
期
九
品
官
制
に
お
け
る
人
事
」
（
『
中
国
食
族
制
社
会
の
研
究
』
一
九
八
七
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
担
）
前
掲
、
「
南
朝
の
清
官
と
濁
官
」
。

（
辺
）
こ
の
記
事
は
旧
来
色
々
な
読
み
方
を
さ
れ
て
い
る
が
、
越
智
氏
の
一
不
さ
れ
た
読
み
方
が
最
も
妥
当
性
を
有
す
る
も
の
と
考
え
る
。
（
前
掲
、
『
数
行

南
朝
の
貴
族
側
』
第
六
章
第
八
節
「
南
朝
に
お
け
る
州
大
中
正
の
職
分
」
）
。

（
お
）
前
掲
、
「
制
度
的
身
分
U
H
族
問
制
を
め
ぐ
っ
て
」
。

南
朝
の
郡
太
守
の
班
位
と
清
濁

一O
九



南
朝
の
郡
太
守
の
班
位
と
清
濁

二
O

（
担
）
前
掲
、
「
南
朝
の
清
官
と
濁
官
」
o

（
お
）
『
陳
書
』
謝
貞
伝
花
、
「
十
四
傾
外
陰
」
と
あ
る
の
は
十
四
歳
に
し
て
貞
が
父
繭
を
失
な
っ
た
こ
と
を
示
し
、
「
十
六
鐙
太
清
之
禍
」
と
あ
る
の
は
、

十
六
歳
の
と
き
に
侯
景
の
乱
、
そ
れ
に
つ
づ
き
江
陵
が
陥
落
し
、
貞
が
西
貌
に
捻
致
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
貞
は
こ
の
の
ち
太
建
五
年
（
五
七
三
）

に
や
っ
と
南
婦
を
果
し
、
以
後
陳
王
朝
に
出
仕
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
南
朝
に
あ
っ
て
正
式
に
官
途
に
つ
い
た
の
は
陳
王
朝
に
お
い
て
で
あ

る。
な
お
、
父
繭
に
つ
い
て
は
『
梁
書
』
巻
四
十
七
孝
行
に
そ
の
伝
が
あ
る
。


